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資料１ IC自動車検査証の空き領域
の利活用事務に求められる要件



１．利活用事務の実現に向けた検討項目
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検討項目
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○ 前回（第９回）に提示した９つの検討項目について、引き続き深掘りを行うこととする。

No 検討項目 内容

1 利活用事務の範囲 IC自動車検査証の利活用事務の範囲を検討する。

2 利活用事務の主体の範囲
（AP搭載者）

IC自動車検査証の利活用を行う者として規定されている、行政機関、地方公共団体、民
間事業者その他の者それぞれにおける利活用事務の主体の範囲を検討する。

3 利活用方式 IC自動車検査証の空き領域を利用した利活用を実現する際の利活用方式を検討する。

4 個人情報等の取り扱い 利活用事務における個人情報等の取り扱いを検討する。

5 カードAPの開発及び搭載／消去 利活用事務で利用するカードAPの開発及び搭載／消去について実施主体及び方法につ
いて検討する。

6 アクセス権限の管理 利活用事務において、ICカードに格納する情報のアクセス権限管理について検討する。

7 情報の真正性の保証 利活用事務において、ICカードに格納する情報の真正性の保証について検討する。

8 利活用において必要となる環境と要件 利活用において必要となる環境とその要件について検討する。

9 利活用事務及びその主体の管理 IC自動車検査証の利活用事務及びその主体の管理について検討する。



２．検討項目の深掘り

3



【検討項目１】利活用事務の範囲

4



上記を踏まえ、利活用事務の範囲については、以下のような項目としてはどうか。
（今後具体的な要件の詳細については、マイナンバーカード等の類似規定を参考にしながら策定）

• 幅広い利活用の事務の範囲が考えられるが、自動車検査証による利活用事務という性質であることや、国が発行する公
的なカードを介して事務が提供されるということを考慮した上で、利活用事務の範囲を検討する必要がある。

• なお、個人情報等を取り扱う事務を可能とするかについては、検討項目４「個人情報等の取り扱い」で検討する。

【検討項目１】利活用事務の範囲

5

検討事項

検討結果

①基本的な方針

• 特定の自動車を識別して行う事務であること
• 自動車利用者の利便に資するものであること
（例：ユーザーの利便性の向上、安全性の向上、政策の
実効性向上、業務の効率化）

• 十分に利用される見込みがあること

②要件

• 自動車検査証に関する事務に影響を及ぼすものであること
• 他者の権利を侵すものであること
• 公序良俗に反するおそれがあるものであること
• 法律、政令その他の法令に反するもの、又は反する恐れのあ
るものであること

• その他国土交通省が不適切であると合理的に判断するもの

＜検討のポイント＞
● 改正車両法第58条3項において、「特定の自動車を識別して行う事務」とされている。

● 車両法の法目的も踏まえ、安全の確保、環境の保全、ユーザー利便性の向上、産業の発展等クルマ社会の発展に
資するものであることを求めるべきではないか。

● また、国が発行する公的なカードであり、国においても一定の費用負担が生じることに鑑み、利用される見込みがあることを
求めるべきではないか。



【検討項目２】利活用事務の主体の範囲
（ＡＰ搭載者）
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アプリケーション



• 本検討項目については、「検討項目１」において検討した「利活用事務」を提供する主体の範囲について検討する。
• これについても、国が発行する公的なカードを介して事務を提供する者となるということを考慮した上で、検討する必要が
ある。

【検討項目２】利活用事務の主体の範囲（ＡＰ搭載者）

検討事項

上記を踏まえ、利活用事務の主体の範囲については、以下のような項目としてはどうか。
（今後具体的な要件の詳細については、マイナンバーカード等の類似規定を参考にしながら策定）

検討結果

②要件

• 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

• 指定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
• 法人であって、その役員（いかなる名称によるかを問わず、これと
同等の以上の職権又は支配力を有する者を含む。）のうちに、
上記のいずれかに該当する者があるもの

• その他国土交通省が不適切であると合理的に判断するもの

①基本的な方針

• 行政機関、地方公共団体の機関、独立行政法人等、民
間事業者のうち、特定の自動車を識別して行う事務であっ
て、適切な業務計画及び事務を適切に実行する能力を有
するもの

• また、適切なIC自動車検査証の空き領域を利用した利活
用を遂行するにあたり、別途設けるガイドライン・規約等を
遵守することができるもの
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＜検討のポイント＞
● 利活用事務の利用者（自動車ユーザ）保護の観点から、利活用事務の実施に係る適切な計画及び事務を適切に実
行する能力を有することを求めるべきではないか。

● 改正車両法第５８条第３項において「国土交通大臣が定める基準に従って自動車検査証を取り扱わなければならない」
とされている。

● 社会的な信用が回復されていないと認められる者等、一定の者については、利活用事務を実施できないこととしてはどうか。



【検討項目３】利活用方式
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【検討項目３】利活用方式
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検討事項（詳細） 内容

Ａ 情報の記録方式 サーバ連携方式及びローカル方式について検討する。

Ｂ 車両を識別する方法 自動車検査証情報以外に、ICチップに車両を識別する情報(車両ID等)を格納する方
式について検討する。

Ｃ 使用できるデータ量の上限 IC自動車検査証の空き領域全体に対して容量の上限がある中で、1つの利活用事務ご
とに、使用できるデータ量の上限を設けるべきか、検討する。

Ｄ 信号インタフェース（接触／非接触） IC自動車検査証の信号インタフェースとして、接触型インタフェースの採否について検討す
る。

利活用事務の実施方式に係る検討事項を以下の通り詳細化し、検討を行う。

検討事項



サーバ連携方式とするのかローカル方式とするのかは、事務で取り扱う情報が現在どの程度電子化されているのか等によって
異なる。そのため、利活用方式については、利活用事務の主体が当該事務の特性や現在の電子化状況に応じて選択するこ
ととするのが良いのではないか。

利活用方式（Ａ）
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１．IC自動車検査証の利活用方式について

（１）ICカードに格納した情報の識別子の利活用（サーバ連携方式）

情報の識別子の読込み

情報の識別子と紐づけ
られた情報の参照

情報の識別子の読み取り

（２）ICカードに自動車検査証の情報以外を格納した利活用（ローカル方式）

利活用を行う者 公的機関・民間事業者

業務データに情報の識別子を紐づけて
活用可能な業務・サービス

業務データ
( と紐づけて活用

自動車関連情報等の読み取り

利活用を行う者

情報の識別子

自動車関連情報等
の閲覧・利活用

情報の識別子

自動車関連情報等

IC自動車検査証の空き領域を使用した利活用方式として想定される方式を以下に示す。

検討結果

情報の記録方式の、サーバ連携方式及びローカル方式について検討する。
検討事項



利活用方式（Ｂ）
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検討事項

自動車のライフサイクル（例）

１．自動車検査証情報を用いた車両の識別

製作・販売 新車登録 整備 車検 移転・変更 摩耗等
による打刻

廃車
（リサイクル）

自動車
登録番号

車台番号
／車名(*1)

品川 ３００お１０００
横浜 ３００お２０００

ABC123-1000／トヨタ
国〔01〕123456

／トヨタ

自
動
車
検
査
証
情
報
*1:基本的には車台番号＋車名で車両が一意となるが、完全ではない 識別する情報の変更される

（職権打刻に伴う車台番号の変更）
識別する情報が変更される

（管轄変更に伴う登録番号の変更）

自動車検査証情報の「車両を識別する情報」は、自動車のライフサイクルにおいて、変更される。

車両IDの必要性と情報特性を以下の視点で検討する。
① 自動車のライフサイクル（時間軸）による車両情報の遷移を踏まえた視点で検討
② 分散して保有・管理されている車両情報を多用な主体が連携し、横断的に活用可能とする視点で検討
③ 現在、自動車検査証情報を用いた車両の識別・紐づけが実施できている場合でも、中長期的目線も含め、車両を識別

する更なる選択肢として、より簡易に行う手段を備える視点で検討



利活用方式（Ｂ）
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行政機関・団体等民間事業者

２．車両関連情報の所在について

事業者A

モデルグレード リコール情報

キープレート マニュアル情報

事業者B

自社管理情報ポイント情報

事業者C

整備情報 故障情報

事業者D

整備情報 保険情報

機関・団体A

走行履歴情報

検査履歴情報走行距離情報

登録履歴情報

機関・団体B

保険情報

機関・団体C

納付情報

機関・団体D

機関・団体E

リサイクル情報

免許証情報

違反情報 盗難車情報

通行許可情報

特定の１車両において、自動車ライフサイクルを通して作成される車両関連情報は、多様な主体にて分散管理され
ている。

整備情報 保険情報

事業者E

アイデア募集で寄せられた情報（一部）



利活用方式（Ｂ）
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３．自動車検査証情報と新たな識別子（車両ID）について

品川３００お１０００

ABC123-1000／トヨタ

横浜３００お２０００

ABC123-1000／トヨタ

横浜３００お２０００

国〔01〕123456／トヨタ

多様な主体が保有する情報
を連携して実現する利活用

サービス

品川３００お１０００

ABC123-1000／トヨタ

横浜３００お２０００

ABC123-1000／トヨタ

横浜３００お２０００

国〔01〕123456／トヨタ

車両情報の所在Ａ

車両情報の所在Ｂ 車両情報の所在Ｃ 車両情報の所在Ｂ 車両情報の所在Ｃ

車両情報の所在Ａ

車両IDがない場合
（現状）

車両IDがある場合
（現状に加え、識別子を追加）

これまでも、車台番号・登録番号の変遷を辿ることで、一意に車両を特定し情報連携できていたが、車両ＩＤをＩＣカードに格納する
ことで、効率的に情報連携することができる。

多様な主体が保有する情報
を連携して実現する利活用

サービス

車両ID ABC123…

車両ID ABC123… 車両ID ABC123…

• 複数の主体が共通的に利用可能な情報の識別子として、自動車ライフサイクルを通して不変となる車両ＩＤをICカー
ドに格納し、多様な主体が利用可能とするのが良いのではないか。

検討結果



利活用方式（Ｃ）
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IC自動車検査証の空き領域のデータ量上限について検討を行う。

検討事項

１．空き領域のデータ量上限について

プラットフォーム

車検証
情報 空き領域

利活用事務ごとに使用できるデータ量の上限を定めるべきか。
メリット デメリット

制限を設ける場合 複数の利活用サービスで空き領域の利用
が可能

制限内容によっては、利活用事務の範囲が
狭まる可能性がある。

制限を設けない場合 データ量を気にせず利活用サービスを実施
することができる。

特定の利活用サービスが空き領域を占有
（または多くのデータ量を使用）している場
合、他の利活用事務での使用ができない

• 容量に制限を設ける事により、利活用可能な事務の範囲が狭まることが無いよう、個別の利活用事務におけるデータ量
の上限は設けないこととするのが良いのではないか。

• 一方、複数の利活用事務において利用可能とするため不必要に領域を使用しないようガイドライン等を定めるのが良い
のではないか。

検討結果



利活用方式（Ｄ）
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IC自動車検査証における接触型インタフェースの採否について、採用した場合と採用しなかった場合に想定される影響を比
較し検討を行う。

検討事項

１．接触型インタフェースの採否について

IC自動車検査証において接触型インタフェースを採用するか否かについて以下に検討する。なお、接触型インタフェースの
採否に関わらず、現状想定している非接触型インタフェースは搭載するものとする。

No 接触型インタフェース
の採否 メリット デメリット

１ 接触型インタフェース
を採用する

•接触型インタフェースしか持たないICカードリーダ
／ライタ及び類する機器での利用が可能となり、
適用可能な利活用事務の範囲が広くなる
（*１）

•カード単価が増大する恐れがある
•接触型インタフェースを設けるために券面記載
事項を減らす必要があり、自動車検査証の利
用者の利便性が低下する

２ 接触型インタフェース
を採用しない

•カード単価が増大しない
•自動車検査証の利用者の要望に沿った券面
記載事項を確保できる。

•接触型インタフェースしか持たないICカードリーダ
／ライタ及び類する機器で利用できないため、
適用可能な利活用事務の範囲が狭くなる
（*１）

*１ ただし、利活用方策の募集（公募・ヒアリング）の結果、接触型インタフェースが必須と想定されるアイデアは全体の５%程度
しかなく、事務の範囲が狭くなった場合の影響は小さいのではないか。



利活用方式（Ｄ）

16

• 現時点では、接触型インタフェースが必須となる利活用事務のニーズが大きくないこと、搭載によるカード単価の増大が想定
されること、接触型で行われている事務であっても非接触型で実現可能であると考えられることから、接触型インターフェー
スは搭載しないこととしてはどうか。

検討結果

２．自動車検査証の利用形態の変化と接触型インタフェースの関係

自動車検査証が電子化された後も、自動車検査証の備付けは引き続き求められる。今後、利活用事務の内容によっては、自動
車検査証を使用者が携帯して持ち歩くことや、自動車の車載器と接続させることも考えられるところ、このような利用形態の変化を踏
まえた接触型インタフェースの関係を整理する。

接触型インターフェースを搭載する場合、IC自動車検査証の券面の情報記載スペースが制限される可能性がある。

利用形態 現在寄せられているアイデアによる評価 今後の可能性

携帯して持ち歩く ・ 使用者が自動車検査証を常時携帯して持ち
歩くことが想定される利活用事務のアイデアは寄
せられていない。

・今後の技術開発や技術実装の方向性が明ら
かではないが、現時点では、接触型が必須とは
言えないのではないか。（非接触型のみである
ことで大きな支障は生じないのではないか）

自動車の車載器等と接続する ・ 接触型インタフェースが必要と想定される利活
用事務のアイデアとして寄せられたものは全体の
５％程度。
・ 現在、接触型で行われている事務であっても、
非接触型でも実現可能なものもあると考えられ
る。



【検討項目４】個人情報等の取り扱い
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【検討項目４】個人情報等の取り扱い
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利活用事務を行うにあたり、利活用事務において個人情報等を取り扱う事務を認めるか否か、認める場合の取り扱い方法
を検討する。

検討事項

空き
領域

＜前提＞

車検証
情報

【ICカード】
【紙（現行）】

車検証
情報

・現行の車検証において、個人情報
の取り扱いあり

・ICカード化された場合でも、車検証
情報領域において個人情報を扱うこと
自体に変わりなし

本検討項目においては、
当該「空き領域」における
個人情報等の取り扱いに
ついて検討を行うもの。

１．実際に想定されるケースを踏まえた検証（許容するかどうかの方向性）

利活用方式での用法の可能性 個人情報の定義（参考）

• ［ローカル方式］カードに記録した個人情報に該当する可能
性がある情報を用いて、利活用事務を提供する

• ［サーバー連携方式］業務システムへのキー情報（識別
子）として、個人識別符号に該当する可能性がある情報を用
いて、利活用事務を提供する

個人情報の定義（法第２条第１項）
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに
該当するもの。
1. 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（他の情報と
容易に照合でき、それにより特定の個人を識別できるものを含む）

2. 個人識別符号が含まれるもの

• 車検証情報領域において個人情報を記録して取り扱っている以上、空き領域において個人情報の取り
扱いを許容しないとする理由はないのではないか。

• サーバー連携方式を前提として記録されるキー情報（識別子）についても個人識別符号として個人情
報に該当してしまう可能性があることを踏まえると、IC自動車検査証への個人情報等の記録を許容し
ない場合に、利活用事務の幅が大幅に制限されてしまう可能性がある。

許容する



個人情報等の取り扱い

基本的に、特に必要性が認められる場合を除き、業務システムへアクセスするための利用者番号等以外の個人情報を記録しないこと、を方針としている。
参考情報：個人番号カードの空き領域（拡張利用領域）での個人情報の取り扱い

２．許容した場合の制限の考え方について

個人情報を取り扱う利活用事務の主体の区分に応じて、個人情報の取り扱いに関する法制度は異なる。
No 代表的な法制度 対象
1 個人情報の保護に関する法律（平成十五年法律第五十七号） 事業者（個人情報取扱い事業者）

• 国及び地方公共団体の責務等など基本的な事項も記載。
• 個人情報保有者の規制に関しては事業者を対象。

2 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律
（平成十五年法律第五十九号）

研究機関・国立大学・国立病院などに独立行政法人等

3 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
（平成十五年法律第五十八号）

国などの行政機関

4 各地方公共団体の個人情報保護条例 地方公共団体（都道府県・市区町村）

●空き領域においても、規制対象となる法制度に応じて、各々の主体の責任の下で個人情報を取り扱うことになる。
ただし、国としては、利活用事務の主体が適切に個人情報を取り扱うことができるかどうかを確認する必要があるのではないか。

（車検証情報領域：国による責任 空き領域：主体による責任）

●その場合、特に、ICカード化されることにより携帯性が上がる可能性を踏まえ、各領域におけるセキュリティ対策を各主体
で講じる必要があると考えられる。

●個人番号カードにおいては、以下参考のとおり一定の制限が設けられているが、自動車検査証における利活用事務に
おいては、必ずしも特定の個人に結びつく情報ではないことから、一律に制限する必要はないのではないか。

• 個人情報等を取り扱う場合、利活用事務の主体の規制対象となる法制度に従い、利活用事務の主体が責任を持っ
た適切な個人情報の取り扱いを求める、としてはどうか。

• 現時点で具体的な制限を設けるのではなく、今後提案のあるサービスに応じて、個別に判断することとしてはどうか。

検討結果

19



【検討項目５】カードAPの開発及び搭載／消去
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アプリケーション



• 幅広く利活用方策を実現するため独自カードAPを利用するのが良いのではないか。
• 利活用事務の主体の利便性及び負担を考慮し、第三者による標準カードAPの提供を可能とし、利活用事務において標準カー
ドAPの利用も可能とすることが良いのではないか。

【検討項目５】カードAPの開発及び搭載／消去

21

• IC自動車検査証の利活用促進のため、カード発行者（国土交通省）及び利活用事務の主体の利便性及び負担を考慮し、カードAPの
開発及び搭載／消去の実施主体やその制限及び実施方法の検討を行う。

• また、変更登録等によりIC自動車検査証が再発行となる際に、カードAP及び格納された情報の引継ぎの必要性及びその方法の検討を
行う。

検討事項

１．カードAPの開発方法（案）について
カードAPの開発方法（案）を以下に示す。

No 開発方法 説明
1 独自カードAPのみ使用 利活用事務の主体が、その利活用事務に応じて独自にカードAP（独自カードAP）を用意し使用する。
2 標準カードAPのみ使用 利活用事務の主体が、その利活用事務において、第三者より提供される標準的なカードAP（標準カー

ドAP）を使用する。
3 標準カードAPと独自カードAPから選択して使用 上記独自カードAP又は標準カードAPを選択して使用する。

カードAPの開発方法（案）の比較を以下に示す。
No 開発方法 メリット デメリット
1 独自カードAPのみ使用 ・カードAPによる制約が無く、広い利活用事務の範囲で

利用可能となる
・利活用の主体において、利活用事務毎にカードAPの作成が
必要となる

2 標準カードAPのみ使用 ・利活用の主体において、利活用事務毎に独自のカード
APの作成が不要となる

・標準カードAPの利用に適さない事務では利活用ができない
・第三者の標準カードAP提供が必要となる

3 標準カードAPと独自カー
ドAPから選択して使用

・標準を利用すればカードAPを独自に開発することなく
利活用が可能となり、独自カードAPを作成することに
より、広い範囲の事務での利活用も可能となる

・第三者の標準カードAP提供が必要となる

なお、カードAPは国土交通省から委託／承認を受けた機関にて、AID*1の採番・管理を行うものとする。
*1：カード識別子のことで、カードAPごとに採番する一意の番号である。

検討結果



カードAPの開発及び搭載／消去
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２．カードAPの搭載／消去を実施する権限を有する者を制限することの要否について
カードAPの搭載／消去を行う主体を制限する案とその比較を以下に示す。

No 制限案 メリット デメリット

1 カードAPの搭載／消去
実施者を制限しない

•誰でもいつでもカードAPの搭載が可能であ
り利便性が高い。

•不正なカードアプリの搭載のリスクが高い
•車両の使用者等にカードAPを搭載/消去する仕組みを公
開することが必要となり、コストの増大が懸念される。

２ カードAPの搭載／消去
を実施する者を国土交
通省から委託／承認を
受けた機関に制限する

•不正なカードアプリの搭載を防止できる
•複数の利活用事務の主体が提供するカー
ドAPを一度に搭載可能である。

•国土交通省から委託／承認を受けた機関の事務所への来
訪が必要となり、利活用事務の主体及び車両の使用者の
利便性の低下及び負担増大が懸念される。

３ カードAPの搭載／消去
を実施する者を利活用
事務の主体に制限する

•利活用事務の主体がカードAPを搭載する
ため、カードアプリの搭載と初期情報の格
納等が一度にまとめてできる。

•複数の利活用事務の主体が提供するカードAPの搭載を行
う場合、それぞれの主体毎に手続きが必要となる。

４ カードAPの搭載／消去
を実施する者を車両の使
用者に制限する

•車両の使用者がカードAPの搭載を行うこと
が可能であり利便性が高い。

•車両の使用者にカードAPを搭載/消去する仕組みを公開
することが必要となり、コストの増大が懸念される。

• コスト及びセキュリティリスクの観点から、カードAPの搭載／消去を実施する権限を有する者は制限することが良いのでは
ないか。

• また、制限する場合、利活用事務の主体及び車両の使用者の利便性を考慮し、利活用事務の主体に制限することが
良いのではないか。

検討結果



カードAPの開発及び搭載／消去（情報の引継ぎ）

23

３．IC自動車検査証のカード再発行時のカードAP及び格納情報の引継ぎについて

IC自動車検査証が再発行となるケースにおいて、カードAP及び格納情報の引継ぎの可否について以下に示す。

No IC自動車検査証が
再発行となるパターン 説明 データの引継ぎについて

1 自動車検査
証の券面記載
事項の変更

使用者の人格に
変更が無い

「使用者の氏名又は名称」以外の券面
記載事項に変更が発生する場合や婚
姻等による姓の変更や社名変更等によ
り、使用者の人格に変更は無いが自動
車検査証の「使用者の氏名又は名称」
が変更となる場合

車両及び使用者（自動車検査証の所持者）の
人格に変更が無いため、カードAP及び格納され
た情報の引継ぎを行う仕組みを構築することは
可能。

2 使用者そのものが
別人格となる

車両の譲渡等により使用者そのものが
別人格となり、自動車検査証の「使用
者の氏名又は名称」が変更となる場合

車両の使用者（自動車検査証の所持者）が変
更となるため旧自動車検査証から新自動車検査
証へのカードAP及び格納された情報の引継ぎは
原則行わない。
ただし、車両の新使用者の選択により、カード
AP及び格納された情報の引継ぎを行う仕組み
を構築することは可能。

３ 再交付 自動車検査証の紛失や汚破損等によ
り、自動車検査証の交付を行う場合。

旧自動車検査証が無いことから、旧自動車検査
証から新自動車検査証へのカードAP及び格納
された情報の引継ぎを行うことは不可。



カードAPの開発及び搭載／消去（情報の引継ぎ）
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４．ICカード再発行時のカードAP及び格納情報の引継ぎ方法について
IC自動車検査証の再発行の際、格納されていたカードAP及び格納情報の引継ぎを行う場合の引継ぎ方法案（誰が引き
継ぐか）について以下に示す。

No 方法案 メリット デメリット
1 国土交通省から委託
／承認を受けた機関
（管理機関）が引
継ぎを行う

•複数の利活用事務の主体が提
供するカードAP及び情報の引継
ぎが一度に可能となる。

• カードAP及び情報の引継ぎが必要な場合は、国土交通省から委託／承
認を受けた機関（管理機関）の事務所等への来訪が必要となる。

•旧IC自動車検査証の空き領域にある情報をすべて読み取り、カード発行時
に再度それらの情報を書き込むための仕組みが必要となり、コストが増大す
る。

2 搭載されているカード
APを提供する利活
用事務の主体が引
継ぎを行う

•利活用事務の主体がカードAPを
搭載することを可能とした場合、
同仕組みを利用してカードAPの
引継ぎが可能である。

•複数の利活用事務の主体が提供するカードAPを搭載している場合、それぞ
れでカードAP及び情報の引継ぎが必要となり、車両の使用者の利便性低
下及び負担増大が懸念される。

3 車両の使用者が引
継ぎを行う

•車両の使用者が自らカードAP及
び情報を引継ぐか否かを任意に
選択できる。

•車両の使用者にカードAP及び情報の引継ぎに係る機能を提供する必要が
あり、ICカードに格納されている「鍵」等のセキュリティに係る情報が漏洩す
るリスクがある。

•旧IC自動車検査証の空き領域にある情報をすべて読み取り、カード発行時
に再度それらの情報を書き込むための仕組みを使用者に提供する必要があ
り、コストが増大する。

※No3については、セキュリティ面とコスト面のデメリットが大きいため、次項においては、No1「管理機関」・No2「利活用事務の
主体」が引き継ぎを行う方法案について検討を行うこととする。



• IC自動車検査証が再発行となる際のカードAP及び格納情報の引継ぎについては、利活用事務において引き継ぐ情報が
どのような情報となるのか、利活用事務の主体がどのような利用規約を定めるかによって対応が異なる。

• よって、一つの機関で実施するのではなく、搭載されているカードAPを提供する利活用事務の主体が引き継ぎを行うこと
としてはどうか。

検討結果

カードAPの開発及び搭載／消去（情報の引継ぎ）

25

・利活用事務の主体や利活用事務によって、取り扱う情報は異なる。
・いずれの情報においても、各利活用事務の利用規約等に従って処理されることとなる。
・これらを踏まえると、各利活用事務によって異なる情報や利用規約を一つの機関で網羅的に確認することは困難となることが
想定されるのではないか。

前項の方法案については、メリット／デメリットのほか、「引継ぐ情報がどのような情報であるか」、「どのような仕組みが想定される
か」という視点も踏まえ、検討する。

利活用事務の主体
が所持している情報

ICカードにしかない
情報

旧所有者

新所有者の選択により、
利活用事務の主体

又は
管理機関において
情報の引継ぎを行う

新所有者

※利活用事務の主体のサーバ側で持っている情報

利活用事務の主体
又は

管理機関において
引継ぎ情報を
一時保管

利
用
規
約
に
基
づ
く
手
続
き



カードAPの開発及び搭載／消去
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【今後の対応について】

●一方で、現時点で、独自にカードAPを搭載したい（利活用事務の主体となりたい）という
具体的な声は上がってきていない。

●そもそものニーズがないとなると、カードAPの審査、搭載・消去作業や主体の管理等を行うこと
となる機関の設置についても、具体的な検討を行うことが困難となる。

●そのため、カードAPの搭載等に係る具体的な運用の仕組みについては、業界等のニーズを
確認した上で、もう少し深掘りして検討する必要がある。

●仮に現時点で独自ニーズが見込めない場合、別の運用を検討する余地（※）もあるのでは
ないか。想定されるカードAPの大部分は、キー情報によりサーバ連携方式を活用することで実
現できるものであると考えられる。（一部の車両固有情報についてはローカル方式で搭載）

※例えば、国が空き領域に「車両ID」というキー情報を全車両について付すことにより、当該キー
を活用したサービスを提供できるような仕組みを構築するという案。大部分のサービスはこれで
対応でき、将来的な発展の可能性もあるのではないか。また、カードAP開発、搭載を行う
手間を省くことが可能となり、利活用事務の主体にとっても効率的となるのではないか。
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○幅広いアイデアを実現するため、多くの利用事務で共通活用する領域（IC車検証の発行時
に設定されている領域）と、個別の利活用事務が可能な領域（IC車検証の発効後に設定
可能な領域）を、IC車検証のカード領域に設けてはどうか。

本来用途 空き領域

IC車検証の発行後に任意で
設定可能な領域

IC車検証の発行時に基本的に
設定されている領域

独
自
利
活
用
領
域

車
検
証
情
報

車
両
Ｉ
Ｄ

＜IC自動車検査証の機能の構成（案）＞

【参考】カードAPの開発及び搭載／消去



【検討項目６】アクセス権限の管理
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【検討項目６】アクセス権限の管理

利活用事務において、アクセス権限を管理すべきか否か、管理する場合は誰がどのように（記録・閲覧の主体毎に権限を
管理する必要があるか、どういった単位で権限を付与するか等）管理すべきかについて、多様な事務での利活用を可能とす
ることを考慮し、アイデア募集の結果を踏まえた検討を行う。

検討事項

１．アクセス権限管理のイメージ

情報

特定の範囲で情報の記録・閲覧を行う場合

（例：自動車販売事業者（系列店舗含む）でメンテナ
ンスパックに係る情報の記録・閲覧を行う）

A系列販売店１ B系列販売店

C系列販売店A系列販売店２

情報

広く利用される情報を特定の者が記録し、
誰でも閲覧を可能とする場合

（例：モデルグレード情報を自動車販売事業者が記録し、
誰でも閲覧可能とする）

自動車販売事業者 中古車
販売事業者

自動車ユーザー整備事業者

29

・共通的に利用される情報は特定の者
（自動車販売事業者）が記録
・閲覧は誰でも可能

・A系列販売店以外は情報の記録・閲覧
が不可



• 情報の漏洩対策や真正性の保証を担保するため一定のアクセス権限は必要となるのではないか。
• その上で、広い範囲で柔軟な利活用事務を可能とするために、利活用事務毎に利活用事務の主体がアクセス権限を管
理することとするのが良いのではないか。

アクセス権限の管理

30

２．アクセス権限管理の要否及び管理主体について
アクセス権限の管理主体に応じた比較を以下に示す。

No アクセス権限の管理主体 メリット デメリット

１ アクセス権限を管理しない •誰でも書込み、閲覧が可能となるため、
利便性が高い

•アクセス権限を管理しないため、当該管
理に係るコストが不要となる

•秘匿性の高い情報を取り扱う事務において
利活用ができない

•誰でも書込みが可能となるため、書き込まれた
情報の真正性が保証されない、また、情報の
漏洩対策ができない

２ 利活用事務の主体がアク
セス権限を管理する

•利活用事務の特性に応じて、アクセス権
限の設定が可能となり、広い範囲の事務
で利活用が可能となる

•格納する情報の特性に応じて、閲覧権限
の設定が可能となり、閲覧者を広く設定
することも可能となる

•アクセス権限の管理に係るコストが利活用事
務の主体毎に必要となる

３ 国土交通省（又は国土
交通省から委託／承認を
受けた機関）がアクセス権
限を統合的に管理する

•利活用事務の主体において、アクセス権
限の管理に係るコストが不要となる

•アクセス権限を統合的に管理することにより、
柔軟な権限設定ができなくなり、事務の特性
によっては利活用できない恐れがある

•国土交通省（又は国土交通省から委託／
承認を受けた機関）に係るコストが増大する

検討結果



アクセス権限の管理
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３．アクセス権限の管理方法（案）
ICカード内に格納する情報の記録及び閲覧に係るアクセス権限の管理方法（案）について以下に示す。
No 管理方法 説明 手順（例）
１ パスワード認証

による管理
特定の者（例：車両の使用者）や、特定の範囲内（例：特定
の組織に属した主体間）でパスワードを管理・共有し、パスワードを
知っている者のみ情報へのアクセスを可能とする。
情報の記録と閲覧の主体を分ける場合は、記録用と閲覧用でそれ
ぞれパスワードを設定する。

• ICカードにパスワードを設定する
• 信頼された者同士でパスワードを共有する
• アクセス時にパスワードを入力し、パスワード認証を行う

２ 共通鍵を使用
した外部認証に
よる管理

特定の範囲内（例：特定の組織に属した主体間）で共通鍵を共
有し、共通鍵を所持している者のみ情報へのアクセスを可能とする。
情報の記録と閲覧の主体を分ける場合は、記録用と閲覧用でそれ
ぞれ共通鍵を設定する。

• ICカードに外部認証用共通鍵を設定する
• 信頼された者同士で共通鍵を共有する
• アクセスするアプリケーションの共通鍵と外部認証を行う

３ 公開鍵を使用
した外部認証に
よる管理

アクセス権限を管理する者（例：本社組織）が、情報にアクセスす
る主体（例：支店等）を承認し、当該主体が利用する鍵（公開
鍵）をICカードに格納する。ICカードに格納された公開鍵の対となる
鍵（秘密鍵）を所持している者のみ情報へのアクセスを可能とする。
ICカードに格納する公開鍵毎に、記録及び閲覧の可否の設定を行
う。

• アクセスする主体は、公開鍵／秘密鍵を生成等行い、公開鍵（外
部認証用公開鍵）をアクセス権限の管理者に提出する

• アクセス権限の管理者はICカードに外部認証用公開鍵を設定し可
能な操作を設定する（アクセスする主体毎）

• アクセスする主体はアプリケーションの秘密鍵を用いて外部認証を行
う

４ 公開鍵証明書
を使用した外部
認証による管理

アクセス権限を管理する者（例：本社組織）が、情報にアクセスす
る主体（例：支店等）を承認し、当該主体に対して公開鍵証明
書を発行する。公開鍵証明書が発行された者のみ情報へのアクセス
を可能とする。
情報の記録と閲覧の主体を分ける場合は、記録用と閲覧用で証明
書検証用公開鍵を設定する。

• ICカードに証明書検証用公開鍵を設定しておく
• アクセスする主体毎に外部認証用公開鍵証明書を発行する
• ICカード内の証明書検証用公開鍵を用いてアクセスするアプリケー
ションの外部認証用公開鍵証明書の検証を行う

• 検証した外部認証用公開鍵を使用して外部認証を行う

５ 記録／閲覧ア
プリケーションの
利用者認証に
よる管理

アクセス権限を管理する者（例：本社組織）が、情報の記録及び
閲覧を行うアプリケーションを作成・管理する。
情報にアクセスする主体（例：支店等）に当該アプリケーションの
利用権限を付与・管理し、ICカードに格納する情報の記録／閲覧
の制御を行う。
情報にアクセスする主体は当該プリケーションを利用して情報の記
録・閲覧を行う。

• ICカードの記録／閲覧可能なアプリケーションを外部認証等を用い
て限定しておく

• 当該アプリケーションに利用者認証機能を設け、利用可能な者の情
報（ID/パスワード等）を管理しておく

• 当該アプリケーションの利用者認証を行う



アクセス権限の管理
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４．アクセス権限の管理方法の特性
アクセス権限の管理方法の各案の特性を以下に示す。

No 管理方法 特性 留意事項
１ パスワード認証
による管理

•情報へのアクセスの都度、パスワードの入力が必要となる。
•パスワードを共有するため、範囲が広くなるほどパスワードの漏洩
のリスクが高くなる。

認証に必要な情報をICカードに
格納するため、パスワードや鍵の
漏洩等が発生した場合は、IC
カード内に格納したパスワードや
鍵の変更が必要となる。

２ 共通鍵を使用した
外部認証による管理

•共通鍵を共有するため、範囲が広くなるほど鍵の漏洩のリスクが
高くなる。

３ 公開鍵を使用した
外部認証による管理

•鍵（公開鍵／秘密鍵）を管理する主体毎に、公開鍵をIC
カードに設定する必要があるため、アクセスする主体を追加する
都度、ICカードに鍵を追加する必要がある。

４ 公開鍵証明書を
使用した外部認証
による管理

• ICカードに鍵を追加しなくても、アクセスする主体を追加すること
が可能である。

５ 記録／閲覧アプリ
ケーションの利用者
認証による管理

• ICカードに鍵を追加しなくても、アクセスする主体を追加すること
が可能である。

•アプリケーション側でユーザ管理を行うため、アクセスする主体の追
加／削除が柔軟に対応できる。

－

アクセス権限の管理方法は、格納する情報の特性や記録／閲覧主体の範囲に応じて、適切な方法を検討・採用すること
とするのが良いのではないか。

検討結果



【検討項目７】情報の真正性の保証

33



【検討項目７】情報の真正性の保証
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利活用事務において、格納する情報の真正性を保証する対策を実施すべきか否か、対策を実施する場合誰がどのように
対策を実施すべきかについて、多様な事務での利活用を可能とすることを考慮し、検討を行う。

検討事項

真正性保証の対策要否について

事務閲覧
『どのような情報』を『どのような
事務』で利用するのかによって、
求められる真正性が変わる

情報真正性保証の対策を実施す
ると、情報を記録する際等の
利便性の低下が懸念される 真正性担保の手段

・アクセス制御 等情報の記録者

利活用における真正性の保証の対策要否（案）とその比較について以下に示す。
No 真正性保証の対策要否 メリット デメリット
１ 全ての情報で真正性保証の

対策を実施する
•全ての情報で真正性保証の対策が実施され
るため、閲覧者は安心して情報を利用できる

•全ての情報の記録において、真正性を保証する対
策の実施が必要となり利便性の低下、コストの増大
が懸念される

２ 情報の特性に応じて真正性
保証の対策を実施する情報
と実施しない情報を区別する

•情報の特性に応じて、真正性を保証する対
策を実施するか否かを定めることができるため、
広い範囲の事務で利活用が可能となる

•情報の特性に応じて、真正性保証の対策を実施す
るか否かの判断が必要となり、実施する必要がある
場合、必要な措置を講じるためのコストが必要となる

３ 全ての情報で真正性保証の
対策を実施しない

•情報の真正性保証の対策を実施するための
措置を行わないため、当該措置にかかるコスト
が不要となる

•情報の真正性が求められる事務での利活用ができ
ない

情報の閲覧者

記録

• 基本的に、情報の真正性が保証された方が望ましいが、全ての情報において真正性保証の対策を講ずることとした場合、
情報の記録者に過度の負担がかかるおそれがある。

• そのため、どの程度真正性を保証するための対策を講ずるかどうかは、格納する情報の特性に応じて、利活用事務の
主体がその責任の下で定めることとするのが良いのではないか。

検討結果



【参考】情報の真正性の保証
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真正性保証の対策方法（案）
利活用における真正性保証の対策方法（案）について以下に示す。これについても、基本的には利活用事務の主体の責
任において定めることとしてはどうか。

アクセス制御による対策

情報

信頼できる者だけに
情報の記録の権限を
付与

信頼できるものにのみ情報の記録権限を付与し、
第三者による情報の変更等を防止する。

電子署名による対策

情報

情報の記録時に、電
子署名を作成し格納

情報の記録者は、情報の記録時に電子署名を作成し、情報と合わせて格納する。
情報の利用者は閲覧時に電子署名の検証を行い、情報の真正性を確認する。

電子署名

公開鍵
証明書

情報の記録者
情報の
記録者

閲覧

情報の
閲覧者

公開鍵
証明書

情報の閲覧時に、電
子署名の検証を実施

配布等

No 真正性保証の方法（案） メリット デメリット
１ アクセス制御による対策 •情報の記録者の負担が小さい（署名付

与等の措置が不要）
•情報の記録者が多い場合、情報の真正性が低
下する恐れがある

２ 電子署名による対策 •情報の記録者が多い場合でも、情報の
真正性がアクセス制御による対策に比較
して高い

•情報の記録者が、署名用の証明書等を保持し
ている必要がある

•署名付与や署名及び公開鍵証明書の検証に
係る措置が必要となる

記録
記録



【検討項目８】利活用において
必要となる環境と要件
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【検討項目８】利活用において必要となる環境と要件
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• これまでの検討項目の検討結果を受けて、IC自動車検査証の利活用事務を遂行するにあたり、国土交通省や利活用
事務の主体等の関係者が準備するべき環境を検討する。

• また、関係者が準備するべき環境について、利活用事務を安全に運用するために求める要件を検討する。

検討事項

個人番号カードの利活用（拡張利用領域利用）においては、拡張利用領域にカードAPを搭載するため『条例等利用領域に条例等利用アプリ
ケーションのみを安全かつ確実に搭載する等の運用及び管理を行うシステム等を導入すること』が規定されている。
また、利活用事務の主体が行うべきセキュリティ対策が規定されている。（告示「通知カード及び個人番号カードに関する技術的基準」）

踏まえるべき事項：個人番号カードの事例

IC自動車検査証の利活用においては、IC自動車検査証の空き領域を活用し、以下の利活用方式で情報の記録及び参照を行うことが考えられ
るが、この場合に利活用事務及び自動車検査証を用いた事務を安全に運用するための環境が必要となる。
また、利活用事務の主体がアプリを搭載するにあたり、安全性／負荷低減等の観点を考慮する必要がある。

踏まえるべき事項：検討項目「利活用方式」および「カードAPの開発及び搭載／消去」の検討結果

利活用方式 アプリ搭載者 記録者 閲覧者（利用者）
・独自キー情報
・独自情報

利活用事務の主体 •利活用事務の主体
•利活用事務の主体が認めた者
（利活用事務の主体が選択したアクセス権制御による）
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１．利活用において必要となる環境（案）
利活用事務の主体がカードAP（独自キー、独自情報）を搭載して利活用事務を行うためには、以下の観点を考慮し、
環境整備を行う必要がある。 第三者機関

の必要性
（カードAP搭載
管理機関）

・利活用事務の主体によっては、独自にカードAPを搭載することに負担を感じる者が多いのではないか
・これを効率的行うためにも、利活用事務の主体に代わり、カードAP搭載等をサポートする受け皿が必要ではないか
・一方で、国でこれを行うには、予算、定員、ノウハウの点から、困難となるおそれ

観
点

カードAP搭載管理機関（複数機関）

カードAP搭載/消去

利活用事務の主体（複数主体）

カードAP管理

AID(*1)を含む
カードAP搭載PKG等作成

ユーザ（利活用事務の主体）
管理・認証

国土交通省
カードAP搭載統合管理

カードAP搭載/消去認証AID(*1)を含むカードAP搭載PKG承認

カードAP搭載管理機関の管理

カードAP搭載／消去 利活用事務

【ネットワーク】
国土交通省が行うカードAP搭載管理機関機能と接続するためのネットワーク

【機器】
・端末／サーバ（カードAP搭載管理）
・ICカードリーダ／ライタ
【機能】
・カードAP搭載PKG等作成機能
・ユーザ管理／認証機能
・カードAP搭載／消去機能 等

【機器】
・端末／サーバ（業務システム等）
・ICカードリーダ／ライタ

【機能】
・情報の記録／参照／更新機能
・業務システムとの連携 等

【ネットワーク】
ユーザ管理・認証機能、カードAP搭載/消去機能と接続するためのネットワーク

カードAP搭載管理機関が提供する機能を
利用して、カードAPを搭載/消去

【機器】
・端末／サーバ（カードAP搭載管理機関の管理等）
【機能】
・カードAP搭載管理機関の管理（認証等）
・カードAP搭載PKG承認に係る機能 等

【カードAP】

*1 AID：カード
AP識別子のことで、
カードAP毎に一意
に採番を行う必要
がある。AIDに重複
が発生した場合、
ICカードが正常に
動作しなくなる。
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２．利活用環境に求められる要件（利活用事務の主体）

環境 要件（案）

ネットワーク 利活用事務の主体の負担を考慮し、公衆網での接続とするか閉域網／専用線での接続
とするか等を検討した上で定められた基準に適合していること。

機器
端末／サーバ機器 アクセス制御やウィルス対策ソフトの導入等を検討した上で定められたセキュリティ対策に関

する基準に適合していること。
ICカードリーダ／ライタ IC自動車検査証の操作が可能であるICカードリーダ／ライタを選定する。

カードAP アクセス制御等、安全に利用できる対策が実施されていること。

機能
カードAP搭載／消去

－
※IC自動車検査証へのカードAP搭載/消去は、カードAP搭載管理機関から提供される
機能を利用する。

情報の記録／削除／
更新

利活用事務の主体におけるアクセス権管理に応じて、ICカードに搭載したカードAP内へ情
報の記録及び記録した情報の参照、消去することができること。

前項の利活用環境を実現するにあたり利活用事務の主体に求められる要件を以下に示す。（前項ピンク色着色部分）

効率的に利活用事務を推進するために国土交通省が利活用事務の主体に求める環境と要件をガイドライン等に定めるこ
ととしてはどうか。

検討結果



【検討項目９】利活用事務及び
その主体の管理

40



【検討項目９】利活用事務及びその主体の管理

検討項目８で提示したような利活用環境を取ることとした場合の利活用事務及びその主体の管理方法や役割分担に
ついて検討を行う。

検討事項

利活用事務の及びその主体を管理するにあたり、管理すべき範囲を示す。

利活用事務の各段階と管理内容

利活用事務 検討事項

・ＩＣ自動車検査証の利活用者による、申込手続

・利活用の承認及び取消等の業務の運営主体

・ＩＣ自動車検査証交換時（車検証交付時、故障交換時等）の利活用領域の運用方法

・ＩＣ自動車検査証の利活用シーンごとの情報の管理主体

・ＩＣ自動車検査証の利活用者において不適切な利用があった場合の措置

・基準に適合しなくなった場合の取り消し方法

41

利
用

申
込

承
認

利
用

監
督

利
用

終
了

①

②

各段階における管理をどのような方法、役割分担で行うかについて、次項以降（P42・P43）で検討する。



１．利用申込～利用開始まで

利活用事務及びその主体の管理①
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情報開示の申請

利活用事務の方式検討

資料開示

利活用事務の主体の
審査依頼受付・確認

格納データの検討
業務システムの検討

動作確認

利活用事務の立案

利活用事務の主体及び
利活用事務の審査依頼

カードAP搭載
サービス利用/
カードAP
登録申込

業務
システム
の開発

サービスのユーザ登録

利活用事務の主体の
審査・指定
利活用事務の
審査・指定

利活用事務の
審査依頼受付・確認

自動車関連事業者等が、IC自動車検査証
の利活用について立案する。

利活用事務の実施準備に際して必要となる
情報（準備が必要な機器や格納データの検
討に必要な設計情報等の技術情報等）の
開示を申請する。

開示された情報に基づき、利活用事務の方
式を検討する。検討結果を受けてIC自動車
検査証の利活用実施有無を確定する。
利活用事務の主体及び利活用事務の指定
を受ける（審査）ための依頼を行う。

カードAP搭載管理機関による審査と並行して、
IC自動車検査証に格納するデータとそのアク
セス制御を検討する

必要に応じて業務システムの開発を行う。
（既存の業務システムの改修や新規業務シ
ステムの開発等）

カードAP搭載及び利活用事務の動作確認を
行う。

カードAPの製造/登録カードAP搭載サービスの利用申込及びカード
AP（カードAP搭載PKG）の登録申込を行
う。

情報
開示
申請書

機密
保持
誓約書

技術
情報等

審査依
頼書

利活用
事務
内容等

サービス
利用申
込書等

カードAP
登録申
込書

アダプタ
インプット
情報

新たな利活用事務の主体が利活用事務を開始するための運用フロー（案）を示す。



２．利用開始～利用停止まで

利活用事務及びその主体の管理②

43

（利活用サービス中）

報告

カードAPの搭載

内容の確認、監督

改善等の指示

報告内容の確認

カード所持者からの希望に応じて、カードAPの
搭載を行う。なお、搭載にあたっては、カード
AP搭載管理機関が提供する機能を利用す
ることを想定。 ガイドライン等で定めらた条件（タイミング、事

項等）でカードAP搭載管理機関に定期報
告を行う。
なお、承認内容から変更があった場合は、定
期に限らず、報告を行う。

定期報
告書等

利活用事務の運用中における運用フロー（案）を示す。

事務の実施
（サービス提供）

①継続的な適合
承認を受けた内容、およびガイドライン・基
準等に沿って、利活用事務／利活用事務の
主体を継続的に適合する状態に保ち、サービ
ス提供を行う。
②搭載実績の把握
利活用事務のカードAP搭載／消去の数値
（カード枚数）を把握・管理する。また、必
要に応じて、利用実績（サービスの利用状
況）の把握を行う。
③問合せ等の対応
利活用事務（サービス）に係るユーザ等か
らの問合せ等の対応を行う。

改善の実施

改善等の連絡

（基準等に適合しない状況が発生した場合）

改善結果の報告

改善結果の確認 改善状況の確認

カードAP搭載管理機関（および国土交通
省）からの改善指導等に沿って、改善を実施
し、結果を報告する。

利用停止等の措置の指示
（カードAP消去
の対応等）

該当の利活用事務／主体に対し、カードAP搭載
機能の利用を停止（システム的対応を想定）する。

必要に応じて、利活用事務の主体の責務にお
いて搭載済みカードと回収し、カードAPを消去
し、影響度に応じて国土交通省に報告する。

改善が見込まれない場合

利用停止等の措置の伝達



利活用事務及びその主体の管理
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検討結果

利活用事務及びその主体の管理として、以下の方針としてはどうか。

• 利活用事務が定められた範囲であることを確認するための審査を実施する。
• 利活用事務の主体が定められた範囲であること、及び必要となる環境が整備されていること（又は整備される計画であ
ること）を確認するための審査を実施する。

• 利活用事務及び利活用事務の主体が適切に運用されていること、及び利活用事務の利用状況等を確認するため、利
活用事務の主体より定期的に報告を受領し、監査を実施する。

• 監査の結果、不適切事項等が判明した場合、適宜改善指導等を実施する。



３．検討結果を受けた「IC自動車検査証の空き
領域の利活用事務に求められる要件（案）」
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【検討項目１】利活用事務の範囲
【検討項目２】利活用事務の主体の範囲（ＡＰ搭載者）
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利活用事務の範囲については、以下のような項目としてはどうか。
（今後具体的な要件の詳細については、マイナンバーカード等の類似規定を参考にしながら策定）

①基本的な方針

• 特定の自動車を識別して行う事務であること
• 自動車利用者の利便に資するものであること
（例：ユーザーの利便性の向上、安全性の向上、政策の
実効性向上、業務の効率化）

• 十分に利用される見込みがあること

②要件

• 自動車検査証に関する事務に影響を及ぼすものであること
• 他者の権利を侵すものであること
• 公序良俗に反するおそれがあるものであること
• 法律、政令その他の法令に反するもの、又は反する恐れのあ
るものであること

• その他国土交通省が不適切であると合理的に判断するもの

利活用事務の主体の範囲については、以下のような項目としてはどうか。
（今後具体的な要件の詳細については、マイナンバーカード等の類似規定を参考にしながら策定）

②要件

• 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

• 指定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
• 法人であって、その役員（いかなる名称によるかを問わず、これと
同等の以上の職権又は支配力を有する者を含む。）のうちに、
上記のいずれかに該当する者があるもの

• その他国土交通省が不適切であると合理的に判断するもの

①基本的な方針

• 行政機関、地方公共団体の機関、独立行政法人等、民
間事業者のうち、特定の自動車を識別して行う事務であっ
て、適切な業務計画及び事務を適切に実行する能力を有
するもの

• また、適切なIC自動車検査証の空き領域を利用した利活
用を遂行するにあたり、別途設けるガイドライン・規約等を
遵守することができるもの

検討項目１

検討項目２



【検討項目３】利活用方式
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利活用方式について、以下を求める要件とする。

• サーバ連携方式とするのかローカル方式とするのかは、事務で取り扱う情報が現在どの程度電子化されているのか等によっ
て異なる。そのため、利活用方式については、利活用事務の主体が当該事務の特性や現在の電子化状況に応じて選択
することとするのが良いのではないか。

• 複数の主体が共通的に利用可能な情報の識別子として、自動車ライフサイクルを通して不変となる車両ＩＤをICカー
ドに格納し、多様な主体が利用可能とするのが良いのではないか。

• 容量に制限を設ける事により、利活用可能な事務の範囲が狭まることが無いよう、個別の利活用事務におけるデータ量
の上限は設けないこととするのが良いのではないか。

• 一方、複数の利活用事務において利用可能とするため不必要に領域を使用しないようガイドライン等を定めるのが良い
のではないか。

• 現時点では、接触型インタフェースが必須となる利活用事務のニーズが大きくないこと、搭載によるカード単価の増大が想定
されること、接触型で行われている事務であっても非接触型で実現可能であると考えられることから、接触型インターフェー
スは搭載しないこととしてはどうか。



【検討項目４】個人情報等の取り扱い
【検討項目５】カードAPの開発及び搭載／消去
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個人情報等の取扱いについて、以下を求める要件とする。

• 個人情報等を取り扱う場合、利活用事務の主体の規制対象となる法制度に従い、利活用事務の主体が責任を持っ
た適切な個人情報の取り扱いを求める、としてはどうか。

• 現時点で具体的な制限を設けるのではなく、今後提案のあるサービスに応じて、個別に判断することとしてはどうか。

検討項目４

カードAPの開発及び搭載／消去について、以下を求める要件とする。

• 幅広く利活用方策を実現するため独自カードAPを利用するのが良いのではないか。
• 利活用事務の主体の利便性及び負担を考慮し、第三者による標準カードAPの提供を可能とし、利活用事務において
標準カードAPの利用も可能とすることが良いのではないか。

• コスト及びセキュリティリスクの観点から、カードAPの搭載／消去を実施する権限を有する者は制限することが良いのでは
ないか。

• また、制限する場合、利活用事務の主体及び車両の使用者の利便性を考慮し、利活用事務の主体に制限することが良
いのではないか。

• IC自動車検査証が再発行となる際のカードAP及び格納情報の引継ぎについては、利活用事務において引き継ぐ情報が
どのような情報となるのか、利活用事務の主体がどのような利用規約を定めるかによって対応が異なる。

• よって、一つの機関で実施するのではなく、搭載されているカードAPを提供する利活用事務の主体が引き継ぎを行うこと
としてはどうか。

検討項目５



【検討項目６】アクセス権限の管理
【検討項目７】情報の真正性の保証
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アクセス権限の管理について、以下を求める要件とする。

• 情報の漏洩対策や真正性の保証を担保するため一定のアクセス権限は必要となるのではないか。
• その上で、広い範囲で柔軟な利活用事務を可能とするために、利活用事務毎に利活用事務の主体がアクセス権限を管
理することとするのが良いのではないか。

• アクセス権限の管理方法は、格納する情報の特性や記録／閲覧主体の範囲に応じて、適切な方法を検討・採用するこ
ととするのが良いのではないか。

検討項目６

情報の真正性の保証について、以下を求める要件とする。

• 基本的に、情報の真正性が保証された方が望ましいが、全ての情報において真正性保証の対策を講ずることとした場合、
情報の記録者に過度の負担がかかるおそれがある。

• そのため、どの程度真正性を保証するための対策を講ずるかどうかは、格納する情報の特性に応じて、利活用事務の
主体がその責任の下で定めることとするのが良いのではないか。

検討項目７



【検討項目８】利活用において必要となる環境と要件

50

効率的に利活用事務を推進するために国土交通省が利活用事務の主体に求める環境と要件をガイドライン等に定めること
としてはどうか。

環境 要件（案）

ネットワーク 利活用事務の主体の負担を考慮し、公衆網での接続とするか閉域網／専用線での接続
とするか等を検討し、安全管理基準等に定める。

機器
端末／サーバ機器 アクセス制御やウィルス対策ソフトの導入等、必要なセキュリティ対策を検討し、安全管理

基準等に定める。
ICカードリーダ／ライタ IC自動車検査証の操作が可能であるICカードリーダ／ライタを選定する。

カードAP アクセス制御等、安全に利用できる対策が実施されていること

機能
カードAP搭載／消去

－
※IC自動車検査証へのカードAP搭載/消去は、カードAP搭載管理機関から提供される
機能を利用する。

情報の記録／削除／
更新

利活用事務の主体におけるアクセス権管理に応じて、ICカードに搭載したカードAP内へ情
報の記録及び記録した情報の参照、消去することができること。



【検討項目９】利活用事務及びその主体の管理
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利活用事務及びその主体の管理として、以下の方針としてはどうか。

• 利活用事務が定められた範囲であることを確認するための審査を実施する。
• 利活用事務の主体が定められた範囲であること、及び必要となる環境が整備されていること（又は整備される計画であ
ること）を確認するための審査を実施する。

• 利活用事務及び利活用事務の主体が適切に運用されていること、及び利活用事務の利用状況等を確認するため、利
活用事務の主体より定期的に報告を受領し、監査を実施する。

• 監査の結果、不適切事項等が判明した場合、適宜改善指導等を実施する。



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

資料２ 自動車検査証の電子化の
ための技術的要件



券面記載事項の意見照会結果

1

令和元年10月3日から11月1日まで、関係業界団体・行政機関に対して、券面記載事項の意見照会を行った結果、
計80件の意見が寄せられた。（詳細は次頁）
意見を踏まえて、国土交通省において再検討した結果、券面記載事項は以下のとおりとする。

券面記載事項（イメージ案）
《表面》 《裏面》

※備考欄の記載内容については、今後検討する



【参考】主な御意見とそれに対する国土交通省の考え方

2

項目 御意見の内容 国土交通省の考え方
備考欄 備考欄に○○を記載してほしい。

（21件）
備考欄の記載方法については、「ICチップへの記録有無を
認識するための必要最低限の記載とする」「詳細を把握す
る場合はICチップを読み取る」「継続検査の結果、更新す
る必要がある内容は記載しない」等を基本的な考え方とし
て、今後検討・調整してまいります。

券面記載事項 現行の車検証に記載されている「有効期間
の満了する日」「所有者の住所・氏名」「使
用者の住所・氏名」「使用の本拠の位置」等
の情報を券面へ記載していただきたい。（18
件）

継続検査等において運輸支局等への出頭をなくすため、継
続検査等の結果、更新される事項については券面に記載
せず、ICチップへの記録のみとします。したがって、御意見の
項目を記載することは困難です。

QRコード 「車名」「登録番号」「車台番号」「使用者氏
名」「使用者住所」の情報を埋め込んだQR
コードを表示していただきたい。
（5件）

カードリーダや閲覧アプリでICチップの情報を読み出すことで
QRコードが求める役割と同等の機能を持ちます。また、QR
コードを記載するスペースがない上、QRコード内の情報が変
わった場合、車検証の再発行となります。したがって、QR
コードを記載することは困難です。

フォント 「登録番号」「車台番号」を可能な限り大きく
表示していただきたい。（3件）

御意見を踏まえ、フォントを大きくしました。

レイアウト 記載事項のレイアウトを可能な限り現在の車
検証と同じにするため、「車名」と「車台番号」
の位置を入れ替えていただきたい。（1件）

御意見を踏まえ、レイアウトを修正しました。

凡例 「車台」の説明を記載すべき。（1件） 御意見を踏まえ、「車台」から「車台番号」に修正しました。

いただいた主な御意見とそれに対する国土交通省の考え方は以下のとおりです。

上記のほか、運用や注意喚起等に関する確認・質問・要望事項をいただきました。



自動車検査証の電子化に関する検討会 

最終とりまとめ骨子（案） 

 

Ⅰ はじめに 

 

Ⅱ 自動車保有関係手続のワンストップサービス（OSS）の推進 

１．OSS の経緯 

２．OSS の利用促進 

３．OSS の現状 

 

Ⅲ 自動車検査証の電子化の基本的方向性 

１．自動車検査証の電子化に関する概要 

（１）基本的考え方 

（２）具体的な電子化方策 

（３）電子化に向けた制度整備 

 

２．国内外における電子化の事例 

（１）行政情報等の電子化に関する国内事例 

（２）自動車検査証の電子化に関する海外事例 

 

Ⅳ 自動車検査証の電子化によるＩＣカードの空き領域の利活用 

１．利活用方策のアイデア募集とりまとめ結果（第７回、第８回、第９回） 

２．利活用事務に求められる要件  （第７回、第８回、第９回、第１０回） 

 

Ⅴ 自動車検査証の電子化のための技術的要件 

１． ＩＣカードの物理的な仕様 

（１）標準仕様                             （第８回） 

（２）セキュリティ対策                    （第５回、第６回） 

（３）券面記載事項                          （第８回） 

 

２．業務フロー 

（１）支局における自動車検査証の発行に係る業務フロー   （第８回） 

（２）記録等事務代行業務に係る業務フロー           （第８回） 

 

Ⅵ 今後の進め方 

１．自動車検査証の電子化の導入に向けたスケジュール 

２．「最終とりまとめ」を踏まえた今後の具体的な検討内容 

資 料 ３ 

中間とりまとめ

（H30.11「第 4

回」）の内容を

ベースに整理 



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

参考資料１ 海外・国内事例調査



Ａ．ＩＣカードの海外事例調査の結果

1



１．海外事例調査の実施方針

2



調査の視点

3

○ 検討事項である「電子化する情報の範囲」「状来的な利用のあり方」に基づいた以下の視点
を踏まえて、調査項目を設計。

視点 IC自動車検査証の利活用検討の論点 海外事例の調査項目

制度面

1. 利活用事務の範囲 • 利活用を行うと規定されている者と、その利活用事務の範囲を確
認する。

2. 利活用事務の主体の範囲 • 利活用を行うと規定されている者の利活用事務について、その主
体の範囲を確認する。

3. 利活用事務に係る要件及びそのチェッ
クの仕組み

• 国による関与の有無を確認する。
• 利活用事務の実施が認められる要件及びそのチェックの仕組みを

確認する。
• 利活用事務の実施者に対する管理・監督の有無を確認する。

技術面

4. 利活用方式 • 利活用を実現する手段として、どのような方式を用いており、対象
となる情報は何かを確認する。

5. IC自動車検査証の利活用にあたって
の技術的要件

• システムにおいて国が実施している技術的措置、及び利活用側に
求める環境・技術的条件を確認する。

6. IC自動車検査証記録事項の安全管
理措置の基準

• 利活用者における、記録事項の漏洩、減失又は毀損の防止等の
安全管理措置の基準を確認する。

運用面 7. 利活用事務の各段階の留意点 • 利活用事務の各段階における留意点を確認する。

（第７回検討会 資料３をもとに作成）



調査の対象

4

○ 海外事例調査の対象ICカードは、以下カテゴリから欧米で発行されるICカードを選定した。

主なカテゴリ 概要

車両登録証
ICカード

• 自動車の所有者や使用者を公証したり、当該自動車が検査時点に於いて自動
車保安基準に適合していたことを証明する情報が格納されたICカード。

国民共通番号制度
ICカード

• 全ての国民に固有の番号を割り振り、特定個人を識別し管理しやすくする制度に
基づき、この特定個人番号とその関連する情報が格納されたICカード。

社会保障制度
ICカード

• 社会保障制度に基づき、市民、永住者、外国人就業者等に固有の番号を割り振
り、この特定個人番号とその関連する情報が格納されたICカード。

納税者番号制度
ICカード

• 納税者番号制度に基づき、納税者に固有の番号を割り振り、この特定個人番号
とその関連する情報が格納されたICカード。



ショートリストの選定方針

5

○ 欧米諸国をロングリストとして、公開情報を用いた簡易調査を実施。その後、ICカード化されて
いない国等を除外し、以下の条件を加味して、ショートリストとして15カ国を選定。

選定方針 概要 対象国

1. ロングリストの
簡易調査

• 欧米諸国をリスト化し、公的機関の主
要番号制度のICカード化状況を調査。 • 欧米諸国（46カ国）

2. 除外国を確
定

• ICカード化されていない国を除外。
• ICカード化されているが小国（制度

面・運用面・技術面が参考になりにく
い）を除外。

• ICカード化されているが情報が不十分
（１次情報が不明等）な国を除外。

• ３の指定国は除外対象にしない。

• アイスランド、ポーランド、ノルウェー、アイルランド、
アルバニア、アンドラ、ウクライナ、ギリシャ、クロアチ
ア、サンマリノ、スイス、スロベニア、セルビア、チェコ、
バチカン帝国、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、
ポーランド、ボスニアヘルツゴビナ、ポルトガル、北マ
ケドニア、マルタ、モナコ、モルドバ、モンテネグロ、ラ
トビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、
ルクセンブルク、ロシア

3. 指定国は除
外しない

• 車両登録情報がIC化している３か国、
ICカード化していないが主要先進国は
追加。

• 車両登録ICカード化（オーストリア、スロバキア、
オランダ）

• 主要先進国（アメリカ、カナダ、イギリス、デンマー
ク）

4. ショートリスト
の確定

• 上記を踏まえて、15か国をショートリス
ト（次頁）を選定。

• オーストリア、ベルギー、カナダ、デンマーク、エスト
ニア、フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、オラン
ダ、スロバキア、スペイン、スウェーデン、イギリス、ア
メリカ



欧米主要国のＩＣカード化

6

○ ショートリストに対する公開情報調査を実施。ICカード化された国から、オーストリア（車両登
録証と社会保障がICカード化）、エストニア（先進電子政府）、スロバキア（車両登録証と国
民番号制度がICカード化）、ドイツ（eIDの利活用推進）に対して深掘り調査を実施へ。

欧州・北米の主要国に関する公的機関のICカード化状況（★は深掘調査の実施先）

候補先から外した国々の事由
• 国民共通番号制度のICカード利活用はエストニアが先進的であるため、国民共通番号制度のみがICカード化しているベルギー、フィンランド、

スペイン、スウェーデンは候補から除外。
• フランスは、国民共通番号制度のICカードはパスポート利用のみ、社会保障番号制度ICカードは電子処方箋連携のみのため、候補から除外。
• イタリアは、公式ＨＰから得られる情報が不十分であり、公的認証・社会保障連携はエストニアとオーストリアで充足するため、候補から除外。
• オランダは、一般的な公的認証もなく、本来用途（記録・読取）以外にICカードチップを用いた利活用がないため、候補から除外。

オース
トリア

ベル
ギー カナダ デン

マーク
エスト
ニア

フィンラ
ンド フランス ドイツ イタリア オランダ スロバ

キア
スペイ
ン

スウェー
デン イギリス アメリカ

車両登録
証ICカード ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ー ー ー ー

国民共通
番号制度
ICカード

2021ま
でにIC
カード化

○ ー ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ー

社会保障
番号制度
ICカード

○ ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ー ー ー ー ー

納税者番
号制度IC
カード

ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ー ー ー

★ ★ ★★



対象カードと発行国の概要
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○ 対象カードの名称と、発行国の概要は以下の通り。

項目 オーストリア エストニア ドイツ スロバキア

人口（100万人） 8.885（2018） 1.319（2018） 82.886（2018） 5.443（2018予測）
※5.435（2017）

電子政府ランキング（2018年）
EGDI:電子政府開発指数

20位
（EGDI：0.8301）

16位
（EGDI：0.8486）

12位
（EGDI：0.8765）

50位
（EGDI：0.7155）

行政情報の連携のための
共通基盤の有無 ー X-tee（X-Road）

（データ交換層） ー ー

ス
マ
ー
ト
カ
ー
ド
名
称

車両登録証制度
Zulassungsbescheini
gung Teil I（登録証
明書パートⅠ）

ー ー
Osvedčenie o 
evidencii časť I
（登録証明書パート
Ⅰ）

国民共通番号制度 ー ID-kaart
（ID card）

Personalausweis（身
分証明書、German 
National Identity 
Card）

elektronické
občianske preukazy
/ eID karty
（電子身分証明証）

社会保障制度 ecard （IDcardを用いてサー
バー連携） ー ー

納税者番号制度 ー ー ー ー



対象カードの格納情報の概要

8

○ 対象カードに格納された情報は以下の通り。

項目 ［比較用］
個人番号カード 車両登録証制度のICカード 国民共通番号制度のICカード 社会保障制度

のICカード

国名 日本 オーストリア スロバキア エストニア スロバキア ドイツ オーストリア

本来用途
(EU指定)

身分証明証
（券面AP・券面事
項入力補助AP）

車両登録証 車両登録証 身分証明証 身分証明証 身分証明書 社会保障証

電子署名 公的個人認証 ー
eID（電子署

名）※希望者の
み追加可能

eID（電子署
名・電子認証）

eID（電子署
名）

eID（電子署
名・電子認証・
生体認証）

eID（電子署
名）

住民票 住基ネット情報 ー ー ー ー ー ー

運転免許
証 ー ー ー 運転免許証 ー ー ー

拡張利用
領域（空
き領域）

地域住民向け・
広域サービス向け ー ー

昨年追加した非
接触チップの空き
領域の利用につ
いて検討開始

ー ー ー



２．車両登録証制度のＩＣカード化
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車両登録証制度のＩＣカード化

10

○ 車両登録証制度がＩＣカード化されている調査対象国は、オーストリアとスロバキアである。

オーストリア スロバキア



オーストリア 車両登録証 ICカードの概要
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○ オーストリアの車両登録証のICカードの概要は以下の通り。

項目 内容
制度名称
ICカード名称
ICカード化年月

• Kfz-Zulassung（車両登録）
• Zulassungsbescheinigung Teil I （登録証明書パートI）
• 2010年12月1日～

関係機関（主管・申請・発
行・交付）

• [主管・発行] Austrian Ministry for Transport, Innovation and Technology
• [申請・交付]Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs

（VVO，オーストリア保険協会）に所属する保険会社の車両登録事務所
• [印刷]Österreichische Staatsdruckerei GmbH（オーストリア国立印刷社）

本来用途（欧州理事指令
で定めるもの）

• 車両登録証情報の記録・読み取り
車両情報の有効性を認証する証明書が、表示ソフトウェアで確認可能（欧州理事会指令の規格外）
リーダーアプリケーションを無料公開。市販リーダーで個人情報を除く車両情報等は読み取り可能

本来用途以外（上記以
外） • 欧州理事指令より、空き領域の利活用は許可されている（カテゴリC：発行時に一緒に記録）

カード仕様 • 欧州理事会指令の規格に準拠 ： ISO 7810（カード）、ISO 7816（接触型）

ＩＣカードの発行契機
ＩＣカードの携行義務

• 車両購入の際に発行、名前/住所に変更があった際には登録解除/再発行
• 携行義務（運転中）、車両常時保管は不可

紙形式などの有無 • 紙形式の登録証明書パートⅠあり。カード型との選択可能。
• パートⅡは紙形式のまま。

格納データ
• 欧州理事会指令より、データの指定あり ： 個人データ、車両情報、車両識別番号、車両の登録日、

登録番号、有効期限等、電子署名（実際はアクセス用の認証）、電子署名発行機関の証明書
• 欧州理事指令より、空き領域の利活用は可能（カテゴリC：発行時に一緒に記録）

ＩＣカード化の理由
ＩＣカードのコンセプト

• 紙より実用的な形式（ICカード型運転免許証）と同じサイズでスペースの節約ができる。セキュリティ機能
が高く、堅牢性が特徴である。



オーストリア 車両登録証 ICカードの仕組み
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○ オーストリアの車両登録証のICカードの仕組みは以下の通り。

概要 仕組み

制度面
• 業務を民間企業（保険会

社）へ委託するため、登録事
務所の認定制度を法律で定
めている。

• 欧州理事会指令と、自国の統合連邦法である自動車車両法(KFG)と審査委員会
条例(ZustV)に基づき、車両登録証とそのICカードが規定されている。

• ZustVに規定された登録事務所（委託先のオーストリア保険協会の認定店舗）に
て申請・交付ができ、保険協会が国からの委託を受けて車両登録証を発行する。

• 登録事務所は、ZustVに規定された条件（施設・スタッフ・責任者・ロゴマーク・デー
タ収集・データ交換）を満たし、守ることが求められる。

• アプリは運輸省が要件を定める。国立印刷社がアプリの開発と、ブランクカードへのアプ
リのセット、個別のチップの記録（パーソナライゼーション）を実施する。

• 発行時に記録するカテゴリＣ(国別情報)以外の空き容量の利活用は行っていない。

技術面

• 国は業務システムと表示ソフト
ウェアを提供し、カードリーダー
等の必要な端末は登録事務
所や利用者（車両所有者や
事業者）が準備する。

• 国は登録事務所に業務システム（申請・表示）を提供し、登録事務所はZustVを
満たす環境を準備し、その業務システムを用いて車検証の申請業務を行う。

• 国がWebサイトで公開するリーダーアプリケーションをPCにインストールし、準備したカー
ドリーダーで読み込むと、個人情報を含むすべての記録情報が表示される。

• 国が運営するサイトに車両番号とナンバープレート番号を入力することで、データセン
ターにアクセスができ、個人情報を除く記録情報が表示される（ICカードの読み取り
は不要）。

• ICカードの物理的セキュリティは欧州理事会指令とKFGを満たしており、運営の安全
管理措置はZustVの定めに基づいている。

運用面

• 登録・再発行・抹消の申請が
できるのは登録事務所のみ。
その他業務は個人情報の有
無により方法を選択し閲覧す
る。

• 申請（登録・再発行(情報変更等を含む)・抹消）ができるのは登録事務所のみ。
• 業務で情報を確認する場合は、車両所有者の個人情報を含む場合は国のリーダー

アプリケーションと車両所有者のeIDを用いて閲覧、個人情報が不要な場合は国のサ
イトに指定情報を入力し閲覧する。

• 公式の登録・署名・スタンプが認識できない、また損傷があったり、機能がその完全性、
統一性、または真正性に疑問を呈する場合、登録証明書は無効になる。登録証明
書が無効または紛失した場合、登録事務所に直ちに申請にいく。明書を発行する必
要があります。新しい登録証明書の発行により、古い登録証明書は有効性を失う。



スロバキア 車両登録証 ICカードの概要
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○ スロバキアの車両登録証のICカードの概要は以下の通り。

項目 内容
制度名称
ICカード名称
ICカード化年月

• Evidencia vozidiel（車両登録）
• Osvedčenie o evidencii časť I （登録証明書パートI）
• 2010年6月1日～（ICカード化）、2015年1月1日～（リニューアル）

関係機関（主管・申請・発
行・交付）

• [主管・発行] Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky（スロバキア共和国内務省）
• [申請・交付]Orgán Policajného zboru（警察庁）
• [印刷・管理] National Personalization Centre (委託先民間企業:DXC.technology)

本来用途（欧州理事指令
で定めるもの） • 車両登録証情報の記録・読み取り

本来用途以外（上記以
外）

• 欧州理事指令より、空き領域の利活用は許可されている（カテゴリC）
→ eID（KEP, 車両所有者・所有者の代表者が利用可能な電子署名）が追加可能。

カード仕様 • 欧州理事会指令の規格に準拠 ： ISO 7810（カード）、ISO 7816（接触型）

ＩＣカードの発行契機
ＩＣカードの携行義務

• 車両取得後、30日以内に所有者が登録
• 所有者の変更、車両の色変更、居住地の地区変更となった際には再発行

紙形式などの有無 • パートⅡは紙形式のまま

格納データ
• 欧州理事会指令より、データの指定あり ： 個人データ、車両情報、車両識別番号、車両の登録日、

登録番号、有効期限等、電子署名（実際はアクセス用の認証）、電子署名発行機関の証明書
• 欧州理事指令より、空き領域の利活用は可能（カテゴリC）希望によりeID機能が追加可能。

ＩＣカード化の理由
ＩＣカードのコンセプト

• 紙の登録書で運用していたが、情報に変更があった際に、文書全体を置き換える必要があり、時間と手間
が掛かったことが要因



スロバキア 車両登録証 ICカードの仕組み
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○ スロバキアの車両登録証のICカードの仕組みは以下の通り。

概要 仕組み

制度面
• 欧州理事会指令と自国の道

路交通法に基づき、主管の内
務省と発行を担う警察庁で実
施している。

• 欧州理事会指令と、自国の道路交通法(Act No.8 8/2009 Coll)と、一般乗用
車向けの車両登録の分野で電子申請を行う可能性のある道路交通に関する条文
の改正(Novelou č. 388 of 29 October 2013)に基づき、車両登録証とそのIC
カードが規定されている。

• 主管行政機関であるスロバキア共和国内務省に属する警察庁（NPC）が、登録業
務を担当する。

• アプリは内務省が要件を定める。NPC(と調達先企業）はアプリの開発、ブランクカー
ドへのアプリのセット、個別チップの記録（パーソナライゼーション）を実施する。

• 主幹は内務省(MoI)だが、車両登録情報の提供は、運輸省(MoT)が行う。
• 希望に応じて、eID機能をアクティブにすることができる。

技術面
• 国は業務システムと表示ソフト

ウェアを提供し、カードリーダー
等の必要な端末は登録事務
所や表示希望者が準備する。

• 国の定めた要件定義（法律等）に基づき、警察庁（NPC）は業務環境を準備し、
その業務システムを用いて車検証の登録（変更）業務を行う。

• 国が無料で提供するリーダーアプリケーションとJavaをPCにインストールし、カードリー
ダーを準備し、eID(電子認証)を用いることで全ての登録情報が閲覧可能。

• ICカードの物理的セキュリティは欧州理事会指令を満たしており、運営の安全管理措
置として、道路交通法にて不適切な利用をした場合の罰則を規定している。

• 安全管理措置のため、スロバキアは公的文書（車両登録証の他、IDカード、パス
ポート、在留許可証など）の全てを警察の敷地内に設置された、NPC (National 
Personalization Centre )で行う（技術や運用は外注先に委託）。

運用面
• 登録・再発行・抹消の申請先

は警察の窓口。車両の所有
者のeID(電子認証)により、
記録内容の閲覧は可能。

• 車両登録証ICカードはMoTの傘下にある郵便を用いて発送し、本人確認を行うこと
で直接、申請者に届けることが可能。

• カードは一度、記録した情報変更はできない。変更する場合は、新しいICカードを発
行し、古いICカードを回収する。
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国民共通番号制度のＩＣカード化

16

○ 国民共通番号制度がＩＣカード化されている調査対象国は、エストニア、スロバキア、ドイツで
ある。

エストニア スロバキア ドイツ
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○ エストニアの国民共通番号制度のICカードの概要は以下の通り。

項目 内容
制度名称
ICカード名称
ICカード化年月

• iD （ID制度）
• ID-kaart（ID card）
• 2002年1月～（ICカード化）、2018年12月～（リニューアル）

関係機関（主管・申請・発
行・交付）

• [主管]身分証明書に関しては、Ministry of Interior（内務省 MoI）、eIDに関しては、Ministry of 
Economic affairs and Communication（経済通信省 MoEAC）

• [申請・発行・交付]Police and Border Guard Board （警察と国境警備委員会）内務省の傘下
• [技術支援]Information System Authority /  RIA (情報システム局) 経済通信省の傘下
• [印刷]IDEMIA（警察からの委託先仏企業）、HANSAB（IDEMIAからの印刷委託先）

本来用途（欧州理事指令
で定めるもの） • 身分証明書情報の記録・読み取り（指定国でパスポートとして利用可能）

本来用途以外（上記以
外）

• Digital Signature | one for authentication and one for digital signing (認証と署名)
他国行政オンラインサイトなどEUeID機能が付いたオンラインサービスでも利用（eIDAS規制）

• 運転免許証アプリ
• 現在利用していない非接触型チップには運転免許証アプリと、サービスアプリの搭載を検討中。

カード仕様 • ISO 7810（カード）、ISO/IEC 7816（接触型）、ISO/IEC 14443（近接型：ただし未利用）
ＩＣカードの発行契機
ＩＣカードの携行義務

• 本人の申請により発行
• 携行義務は無い

紙形式などの有無 • 無し

格納データ
• 名前、国民IDコード、生年月日、性別、市民権、カード番号、住民票、カードの有効期限、出生地、カー

ド発行日、システム可読用の所有者情報 等
• 2つの証明書と、証明書に関連する秘密鍵

ＩＣカード化の理由
ＩＣカードのコンセプト

• 電子政府促進の一環として、データ交換層であるX-tee（X-road）とつながるICカードとして、かつ本人
確認の公証（オンライン・オフライン）として導入。
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○ エストニアの国民共通番号制度のICカードの仕組みは以下の通り。
概要 仕組み

制度面

• eID促進の一環として、身分
証明書にもeID機能を付与。

• 2018年以降のカードは容量
が増加し、新しいアプリの搭載
を検討中。

• E-Government促進の一環であり、データ基盤のX-Roadと連携したIDカード。
• 電子署名法(Digital Signiture Act, 2000)と関連する法規で定められる。
• カードやアプリは情報システム局が要件を定める。調達先企業(仏企業IDEMIA)がア

プリを開発し、ブランクカードへアプリをセット。HANSABがパーソナライゼーションを実施。
• 2018年以降の新しいICカード（仏企業IDEMIA提供）は非接触型チップ（現在、

搭載はされているが未活用）があり、空き領域の利活用が技術的には可能。

技術面

• IDコード（個別番号）を用
いて民間サービスの顧客カード
に利用しているがアプリケーショ
ンではない。

• 非接触型チップを搭載しており、
今後、これを用いた利活用を
検討している。

• 顧客カード(Customer card)としてID情報（IDコードを入力、または裏面にある
IDコードを読み取れるバーコード）を用いた、サービスの会員証やポイントカード代わり
に使われている。会員登録の際は必要な氏名・住所等の基本情報は、eIDを用い
X-roadを介して住民登録情報サーバーから取得可能。カード自体にサービス情報を
記録しない。

• eIDAS規則に基づき、電子認証を用いて他国のeIDを用いたサイトが利用可能。
• 2018年以降の新しいICカードから、非接触型の端子も搭載されている。セキュリティ

の観点から、接触型と非接触型のチップは独立している。非接触型チップには免許証
アプリは入れる予定。

• 登録等の業務を担う警察との協力により、安全管理措置を徹底している。欧州が定
める電子IDやモバイルIDの評価でもセキュリティは「高」をもらっている。

運用面
• 警察がeIDカードの申請・発

行・交付までを担当。eID機
能は認証局である民間企業
がアクティブにする。

• eID機能の認証サービスは、SK ID solutionという民間企業が提供している。SKと
契約することで、eID機能を民間企業のオンラインサービスに利用可能。SKのホーム
ページには価格や利用申請方法が掲載されている。

• eID機能はeIDカードの他に、携帯でも利用でき、SNSを使うmobileIDはeID機能
を有するSIMカードを携帯会社に申請・取得して、月額有料で利用する。スマートフォ
ンやタブレットのインターネット回線を利用するのがsmartIDであり、SKに申請し、無
料で利用できる。

• 非接触型チップのデータ容量を用いた、新しいアプリケーションの利活用はまだ机上の
状態、最近、いくつかのサービスプロバイダーと交渉を始めたところ。カード発行後にアプ
リケーションを追加するソリューションはまだ分からず、発行時に一緒にアプリケーションを
追加する案が想定される。
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○ エストニアの情報利活用のネットワークシステムをX-Roadという。

出所：e-estonia（https://e-estonia.com/）
現在、X-roadは広義のデータ共有システムを指し、エストニアのX-roadは固有名詞でX-teeと呼ぶ。

概要
• X-Roadはインターネット回線を用いたAPI連携と、アクセス権制御に

よる、保有情報の公開と外部情報の利用のネットワークである。
• 公的機関に限らず、産学民の機関も会員登録が可能である。
• 会員のサーバーの入口には、高いセキュリティ機能の実装を求めてお

り、安心してネットワークが利用できる。
• X-Roadの会員になり、保有情報の公開条件を定めたり、他会員の

保有情報の利用申請を行うことで、情報を利活用できる。
• 情報は無料と有料(手数料)を設定でき、会員は保有情報を用いた

利活用サービスを提供し、収益を得ている。
• API連携した外部情報は、会員のポータル等に表示することができる。
• 市民は登録会員の１つである電子政府ポータルに、eID機能を用

いてログインすると、会員である多くの公的機関の情報を閲覧すること
ができる。

• X-roadを通じて閲覧される公的情報は、法的に正しく有効な情報
であると公証されている。
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○ スロバキアの国民共通番号制度のICカードの概要は以下の通り。

項目 内容
制度名称
ICカード名称
ICカード化年月

• Občianske preukazy 身分証明書）
• elektronické občianske preukazy（eID karty）
• 2013年12月～（ICカード化）、 2015年3月～（リニューアル）

関係機関（主管・申請・発
行・交付）

• [主管] Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky（スロバキア共和国内務省）
• [申請・発行・交付]Okresných riaditeľstiev Policajného zboru（警察の地方局）
• [印刷・管理] National Personalization Centre (委託先:DXC.technology, Plaut)

本来用途（欧州理事指令
で定めるもの）

• 身分証明書の記録・読み取り（指定国でパスポートとして利用可能）
1人につき、1台のカードリーダーを無料提供

本来用途以外（上記以
外）

• Kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) （認定電子署名）
• 他国行政オンラインサイト利用（eIDAS規制）： まずはドイツとスタート。

カード仕様

• ISO 7810（カード）
• ISO 7816（接触型）→ チップをアクティブにするかも選択可能。発行後、改めてアクティブも可能。
• ISO/IEC 14443（近接型）→発行時に、非接触型でのアクセス手段を持つカードにするか選択可能。
※基本は接触型ICカードで、チップをアクティブにするかは選択可能（アクティブにしないと券面利用のみ）。

希望者には、アクセス手段として近接型チップも追加されたICカードが提供される。
ＩＣカードの発行契機
ＩＣカードの携行義務

• 15歳に達した際に取得
• 15歳以上は携行義務あり

紙形式などの有無 • 無し

格納データ • 名前、姓、住所、生年月日、文書の有効性等
• 認定電子署名と秘密鍵

ＩＣカード化の理由
ＩＣカードのコンセプト

• eIDカードの発行は行政電子化で不可欠であり、徐々に行政の電子サービスをインターネット経由で市民
が利用できるようにするため、内務省の11の重要政策の一環として導入。公共サービスを徐々に電子化す
るとともに、IDカードにeIDを搭載することで電子署名の利用増加を期待している。
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○ スロバキアの国民共通番号制度のICカードの仕組みは以下の通り。

概要 仕組み

制度面

• 電子政府の促進の一環として
身分証明書のICカード化と
eID機能を実施している。

• 2019年3月から民間企業の
オンラインサービスにもeID搭
載が可能に。

• 身分証明書に関する法改正（Act No.224/2006 Coll）でICカード化とeIDを定
めている。法制度により電子署名が手書きの署名と同じくオフィシャルと定めている。

• アプリケーションは内務省が要件を定める。NPC(実際は委託先企業が実施）が、ア
プリを開発、ブランクカードへのアプリのセット、個別チップの記録（パーソナライゼーショ
ン）を実施する。

• 基本情報以外も空き領域に情報を登録することは法的・技術的に可能。現在は、
発行時に健康医療情報（血液・アレルギー・持病・障害）を印刷・記録している。

• eIDは公共サービスだけでなく、民間企業も2019年3月から利用可能に。

技術面
• eIDを用いたオンライン公共

サービスの利用促進のため、ソ
フトウェアとカードリーダーを国が
提供する。

• 電子政府のオンライン公共サービスの利用促進の一環として、eIDの登録時（PCへ
のインストールと利用登録と合わせて）、１人１台のカードリーダーが内務省より無料
で提供される。

• eIDを利用するためのソフトウェアは、内務省の公開サイトからダウンロードが可能。
• ICカードの記録情報の安全管理措置のため、物理的なセキュリティ措置が実装され

ている。

運用面

• eIDを民間企業のオンライン
サービスに搭載するために、内
務省（警察）に申請手続き
を行う。導入費用・運用費
用・トランザクションフィーは無
料。

• 電子署名のPINの有効期限は5年間で利用は無料。
• eID機能を活用するためにはPCにソフトウェアのインストールとICカードリーダーが必要。
• 電子署名の利用登録に必要なセキュリティ個人番号は、65歳以上は申請と合わせ

て取得するが、その他の市民はIDカード取得後に改めて取得することも可能。
• eIDの利用には「eIDを安全に利用するためのいくつかの原則」が提示されている（他

人に電子署名を使わせてはいけない、等）。
• eIDを民間企業のオンラインサービスに搭載するために、内務省（警察）に申請手

続きを行う。申請の際は、法的・技術的・組織的に問題ないか確認する。ただし、投
資力のある大手だけしか利用できないような厳しい要求ではなく、中小企業も利用が
できる要求事項であり、最低限、httpsになっており、暗号化プロセスを守れるような
要件を満たせていれば、民間等でのeID機能の搭載・利用可能である。

• eID機能の利用を普及することが目的であり、導入費用・運用費用・トランザクション
フィーは無料である。
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○ ドイツの国民共通番号制度のICカードの概要は以下の通り。

項目 内容
名称（制度＆ICカード）
ICカード化年月

• Personalausweis（身分証明書、German National Identity Card）
• 2010年11月～

関係機関（主管・申請・発
行・交付）

• [主管]Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat（連邦内務省）
• [申請・発行・交付]Local government services office

本来用途（欧州理事指令
で定めるもの） • 身分証明書の記録・読み取り（指定国でパスポートとして利用可能）

本来用途以外（上記以
外）

• Electronic signatures（電子署名）
The signature function（署名用電子証明書）
The eID function（利用者証明用電子証明書）
The biometric function（生体認証機能）

• オンサイトリーディング（自動入力）
• 銀行や保険会社のオンラインサービス（eID）

カード仕様 • ISO 7810（カード）ISO/IEC 14443 （近接型）

ＩＣカードの発行契機
ＩＣカードの携行義務

• 16歳に達した際にeID機能付きのIDカードを取得 ： 15歳未満ではeID機能なしのIDカード
• 携行義務は無い。

紙形式などの有無 • 無し

格納データ • 写真、IDカードの券面表示情報（氏名、生年月日、出生地、身長、目の色、住所、郵便番号、市民
権、有効期限 等）、必要・申請に応じて写真、信仰、指紋情報等が格納可能。

ＩＣカード化の理由
ＩＣカードのコンセプト

• ドイツ政府の近代化及びセキュリティプロジェクトの一環として、ICカード型身分証明書を導入。
• 電子政府および電子ビジネスアプリケーションをより安全で使いやすくすることを目的とする。
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○ ドイツの国民共通番号制度のICカードの仕組みは以下の通り。

概要 仕組み

制度面

• eIDカードは欧州指令と自国
法制度にて定められている。

• 追加機能としてeID機能を有
しており、内務省の許認可の
もと、銀行や保険会社を中心
に民間企業での利用もされて
いる。

• 欧州指令（ (EU) 2015/1502 of 8 September 2015）に記載された要求
事項と、ドイツの法制度に従い制定されている。

• 内務省が要件定義を行い、地方公共団体の窓口にて申請・発行が行われる。
• eIDサービスは電子政府ポータルなど公的機関だけでなく、地方自治体や公的機関、

銀行や保険会社などのオンラインサービスにも使われている。
• eIDサービスを民間企業などが利用するためには、内務省に利用申請を行い、セキュ

リティなどの環境を整える必要がある。
• eIDサービスを民間企業などが利用可能になれば、政府指定のロゴマークを掲げること

ができる。

技術面

• 非接触型チップを活用しており、
記憶容量も十分にあるため、
テキスト情報だけでなく、写真
データや指紋認証などの情報
も記録することができる。

• eID機能として、電子署名・電子認証・生体認証が用いられている。
• 2017年からチップに記録されたID情報を、カードリーダーを用いて読み取ることで、

Webフォームに自動入力できるオンサイトリーディングというサービスがスタートした。
• ドイツのIDカードは非接触型であり、チップにはID情報やeID関連情報が格納されて

おり、本人の申請により写真データや指紋情報や信仰等の情報も格納可能。
• 利用者がeID機能をオンラインサービスで活用する際は、ソフトウェアとカードリーダーを

準備する必要がある。Governikus GmbH & Co KGという企業がMoIの委託を受
けて、読み取りソフトウェア（AusweisApp2）を無料で提供している。

運用面

• eID機能の利用の際は、中
央センターへ問い合わせを行う
ことと、eIDの公証を確認する、
ダブルチェックを行うことで、安
心・安全に利用できるようにし
ている。

• eID機能の利用は16歳以降であり、15歳以下はeID無しのIDカードが取得可能。
• 6桁のPINを忘れないようカードに書く場合があるため、それはできない事としている。
• 指紋認証など生体情報を記録することで、IDカードの真偽性確認や本人確認の業

務をスムーズにすることができ、盗まれたカードが使われることを防いでいる。
• IDカード真正性を確認するために、カードリーダーで読み込み、中央管理センターへ問

い合わせることで、そのカードがブロックされていないか確認することができる。同時に
eID機能の認証に関しても公証されているものか確認している。このダブルチェックを用
いて、eID機能をオンラインサービスで安全に活用することができる。



２．社会保障制度のＩＣカード化
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社会保障制度のＩＣカード化

25

○ 社会保障制度がＩＣカード化されている調査対象国は、オーストリアである。

オーストリア

上記は、2020.1から発行予定の写真
が掲載され、非接触型チップが搭載され
たeIDカード。



オーストリア 社会保障制度 ICカードの概要
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○ オーストリアの社会保障制度のICカードの概要は以下の通り。

項目 内容

名称（制度＆ICカード）
ICカード化年月

• ecard（eカード）、管理者カード（健康サービス事業者の認証カード、サーバーやデータに接続可能）
• 2004年～施行、2005年～本格的に開始
• 2020年1月～（写真と接触型・非接触型のチップ付きのカードを発行予定）

関係機関（主管・申請・発
行・交付）

• [主管] Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz
(Federal Ministry for Work, social affairs, health and consumer protection)

• [申請・発行・交付] Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger
（Association of Austrian Social Insurance Institutions）（オーストリア社会保険協会）に
加入している健康保険会社

• [技術] SVO (民間のソフトウェア企業)、[印刷] AUSTRIACARD (民間のシステム・印刷企業)

本来用途（EKVKとして欧
州で定めるもの）

• 社会保障情報の記録・読み取り
• 欧州健康保険カード（EKVK）としてほとんどのEU諸国で利用可能

本来用途以外（上記以
外）

• elektronische Signatur（電子署名：署名証電子証明書）
市民カード機能（電子署名）はeカードの追加機能。14歳以上で追加可能。

• eカードを使用した電子処方箋が2020年4月以降に開始

カード仕様 • ISO 7810（カード）、ISO 7816（接触型）
• ISO/IEC 14443（近接型）→2020.1以降発行のカードは写真・接触型・非接触型付のカードへ。

ＩＣカードの発行契機
ＩＣカードの携行義務

• 健康保険に加入すると、健康保険会社より郵送される（複数に加入してもカードは１枚）。
• 携行義務はなく、健康サービス利用時に提示する。

紙形式などの有無 • 無し

格納データ • カード所有者の名前、役職、社会保障番号、カードシーケンス番号、性別、生年月日
• （市民カード用）電子署名証明書と秘密鍵、個人データ（姓名、生年月日、sourcePIN）

ＩＣカード化の理由
ＩＣカードのコンセプト

• 電子医療の推進のため、ecaedを個人的な鍵として活用し、治療に対する請求を迅速かつ安全に判断で
きるようにするため。ecardは非常に重要な公証でもあり、社会保障および医療機関のいづれかで、全ての
医師や治療に持参し、提出することで、法定健康保険に基づく給付を得ることができる。



オーストリア 社会保障制度 ICカードの仕組み
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○ オーストリアの社会保障制度のICカードの仕組みは以下の通り。

概要 仕組み

制度面

• 法改正にて、民間保険協会
への業務委託、紙の証書を
代替しペーパーレスを促進す
ること、電子化システムの持続
性のためサービス料を徴収す
ることを定める。

• 一般社会保障法(ASVG, Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, 
General Social Security Act)の第56改定にて、民間保険企業が加盟するオー
ストリア社会保障協会へecardの業務委託すること、このecardを用いて社会保障に
関するペーパーレスを推進することし、多くの社会保障に関する証明書を代替すること、
雇用主には毎年サービス料を徴収することを定めている。

技術面

• 管理者カードを準備し、本人
以外の利活用を制限する。

• ICカードには後からeID（電
子署名・電子認証）の機能
を搭載することが可能。

• 社会保障ICカードだが、後で市民カード機能（eID）アプリを搭載することが可能。
• 医療機関には管理者カード(Admin Card)を提供。
• ecardに搭載されたアプリケーションが利用可能なGINA(Health Information 

Network Adapter)がインストールされた端末が、国から医療機関に提供される。
• ecardとAdmiCardのカードリーダー(LAN-CCR)はリードオンリーでGINAに接続して

利用される。
• GIN(共通)とHI-Net(事業者独自)は医療関係者がアクセスするインターネットを活

用しない閉鎖域ネットワーク。
• 個人は専用端末のGINAやLAN-CCRが準備できないため、読み取り等は出来ない。

運用面
• 診断書の代わりとしてスタート

したecardの登録等ができる
のは委託先の社会保障協会。

• 当初は診断書の代わりでスタートしたが、現在は多くの機能を有している。
• 業務委託先の保険事業者にて、国のシステムを用いて登録・変更・削除が可能。
• 医療機関等は管理者カード(Admin Card)を用いて、利用範囲を制限している。
• 紛失した場合はすぐにサービスラインに電話をし、紛失したecardの使用をシステムから

ブロックする。数日後に再発行される。
• 社会保障の資格者か確認するため、医療機関を受診する場合は必ず持参する。



Ｂ．ＩＣカードの国内事例調査の結果
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１．国内事例調査の実施方針
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調査の視点
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○ 検討事項である「電子化する情報の範囲」「状来的な利用のあり方」に基づいた以下論点を
踏まえて、調査の視点を設定。

視点 IC自動車検査証の利活用検討の論点 国内事例の調査視点

制度面

1. 利活用事務の範囲 • 利活用を行うと規定されている者と、その利活用事務の範囲を
確認する。

2. 利活用事務の主体の範囲 • 利活用を行うと規定されている者の利活用事務について、その主
体の範囲を確認する。

3. 利活用事務に係る要件及びその
チェックの仕組み

• 国による関与の有無を確認する。
• 利活用事務の実施が認められる要件及びそのチェックの仕組みを

確認する。
• 利活用事務の実施者に対する管理・監督の有無を確認する。

技術面

4. 利活用方式 • 利活用を実現する手段として、どのような方式を用いており、対象
となる情報は何かを確認する。

5. IC自動車検査証の利活用にあたって
の技術的要件

• システムにおいて国が実施している技術的措置、及び利活用側
に求める環境・技術的条件を確認する。

6. IC自動車検査証記録事項の安全
管理措置の基準

• 利活用者における、記録事項の漏洩、減失又は毀損の防止等
の安全管理措置の基準を確認する。

運用面 7. 利活用事務の各段階の留意点 • 利活用事務の各段階における留意点を確認する。

（第７回検討会 資料３をもとに作成）



調査の対象
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○ 国内事例調査として、公的機関ICカードとしてマイナンバーカードと住民基本台帳カード、
交通分野のICカードとしてSuicaとPASMO、買い物カードとしてWAONを対象とする。

カテゴリ 主なICカードの事例 概要

国民共通
番号制度
ICカード

• 個人番号カード
（マイナンバーカード）

• 個人番号を証明する書類や本人確認の際の公的な身分
証明書として利用でき、行政や民間のサービスを受けられる
ICカード（H31.4時点発行枚数1,656万枚）

• 住民基本台帳カード
（住基カード）

• 行政手続をインターネットで申請などができる電子政府・電
子自治体の基盤であり、利便性の向上、行政事務の効率
化に役立つICカード（H27.12時点発行枚数約960枚）

交通系
ICカード

• Suica • Suicaは、鉄道、バス、買い物などで利用できる株式会社
JR東日本のICカード（H31時点発行枚数7,500万枚）

• PASMO
• 株式会社パスモが発行する、首都圏を中心に全国の鉄道・

バスで利用できる便利なICカード（H30.9時点発行枚数
3,628万枚枚）

買い物系
ICカード • WAONカード

• イオンリテール株式会社が発行するチャージ型電子マネーに
買い物ポイント等の機能がついたICカード（H31.2時点発
行枚数7,509万枚）



ICカードの概要①
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○ 国内事例調査の対象ＩＣカードの概要は以下の通り。

項目 マイナンバーカード 住基カード Suica PASMO WAON

制度名称 マイナンバー制度 住民基本台帳ネット
ワークシステム

関連機関
[運営]内閣府・総務省
[発行]市区町村
[システム]住基全国セン
ター、機構

[運営]総務省
[発行]市町村特別区
[システム] 住基全国
センター、機構

[発行] JR東日本
[販売] JR東日本・他
交通事業者

[発行]㈱パスモ
[販売]関東地方・山
梨県・静岡県の一部
を除く鉄道・バス事業
者等

[発行]イオンリテール
[販売]イオン系列、イ
オン連携企業

ＩＣカード化年月 2015年（H27） 2003年（H15） 2001年（H13） 2007年（H19） 2007年（H19）

本来用途
個人番号と券面情報の
記録と読み取り
・券面事項確認AP
・券面事項入力補助AP

住民票コードと券面情
報の記録と読み取り
・住基ネットAP
・券面事項確認AP

・IC乗車券
・IC定期券
・自動精算

・IC乗車券
・IC定期券
・自動精算

・電子マネー
・ポイント機能

本
来
用
途
以
外

公的認証
eID

公的個人認証AP
・署名用証明書
・利用者証明用証明書

公的個人認証AP
・署名用証明書

ID管理システムを用い
た、入退室・社員証・
学生証

ID管理システムを用い
た、入退室・社員証・
学生証

ー

その他 ・住基AP
・空き領域の利活用

・独自利用領域
（条例利用領域）

・SF機能を用いた電
子マネー
・クレジットカード連携

・SF機能を用いた電
子マネー
・クレジットカード連携

・募金/寄付

（各ICカードのサイトをもとに作成）



ICカードの概要②
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○ 国内事例調査の対象ＩＣカードの概要は以下の通り。

項目 マイナンバーカード 住基カード Suica PASMO WAON

カード仕様
ISO/IEC14443準拠の
非接触型の近接型
Type-B

ISO/IEC14443準
拠の非接触型の近接
型Type-B

非接触型の近接型
FeliCa
サイバネ規格

非接触型の近接型
FeliCa
サイバネ規格

非接触型の近接型
FeliCa

カードタイプ 標準タイプのみ ・Aバージョン写真あり
・Bバージョン写真なし

・Suica定期券
・My Suica(記名式)
・Suicaカード
他、小児用カード

・無記名PASMO
・記名PASMO
・PASMO定期券
・一体型PASMO
他、小児用カード

・WAONカード
・WAONカードプラス

紙形式、紙カード
形式の有無

通知カード（住民票を有
する全ての住民に郵送） 無し 無し（携帯APのモバ

イルSuica有り） 無し 無し（携帯APのモバ
イルWAON有り）

格
納
デ
ー
タ

基本項目 券面画像、個人番号、４
情報、住民票コード

住民票コード、相互
認証情報、暗証番号

プライベート領域
・定期券情報、個人
情報、SF価値情報、
利用履歴情報 等

プライベート領域
・SF機能を用いた、IC
乗車券や電子マネー

プライベート領域
・ポイント機能
・電子マネー

追加項目 ・電子証明書２種
・空き領域の活用

・電子証明書１種
・独自領域の活用

共通領域（第三者
主体が利活用する領
域）

共通領域（第三者
主体が利活用する領
域）

共通領域（第三者
主体が利活用する領
域）

ＩＣカード化の理
由、コンセプト

社会保障、税、災害対策
の分野で効率的に情報を
管理し、複数の機関が保
有する個人の情報が同一
人の情報であることをカー
ドを用いて公証するもの。

行政手続をインター
ネットで申請などができ
る電子政府・電子自
治体の基盤であり、居
住関係をカードを用い
て公証するもの。

自動改札機の取替え
タイミングと合わせて。
• サービスアップ
• システムチェンジ
• コストダウン
• セキュリティアップ
• ビジネスチャンス

きっぷやお財布代わり
にいつでも使えて、あ
なたの暮らしをもっと便
利にするICカード。

イオンが提供する電子
マネー。チャージ(入
金)しておけば、お買
物などに利用でき、ポ
イントもたまる。



事例１．マイナンバーカード
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マイナンバーカードの概要
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○ マイナンバーカードは４つの既存アプリケーションの他に、空き領域が設けられており、条例や政
令の定めや主管大臣の認可を得ることで、その他の利活用事務の提供ができる。

マイナンバーカード カードのアプリケーション構成

券
面
事
項
確
認
ア
プ
リ

券
面
事
項
入
力
補
助

ア
プ
リ

住
基
ネ
ッ
ト
ア
プ
リ

公
的
個
人
認
証
ア
プ
リ

空
き
領
域

空き領域

地域住民向け
領域 拡張利用領域

拡張利用領域を用いることで、当該住民以外にも
同じサービスを提供することが可能。



１．券面事項入力補助アプリ
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○ 「券面事項入力補助アプリ」は、カード保持者に付与された個人番号及び４情報を提供する
アプリケーション。テキスト形式で格納され、認証された利用者によって読み出される。

概要 仕組み

制度面

• 行政の業務効率化だけでな
く、企業の生産性向上も視
野に、個人番号及び４情報
の入力補助の仕組みを民間
事業者も含め拡大。

• (番号法第９条利用範囲)行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の
行政事務を処理する者が、社会保障（年金/労働/福祉医療等）・税・災害の分
野にて利用可能。

• （同法第19条特定個人情報の提供の制限）何人も、次の各号のいずれかに該
当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。（→提供が可能な利
用事務と主体を別表等で提示）

• 外部端末画面への表示は、機構が提供するソフトウェアを用いる。

技術面

• 住基カードの際、業務効率
化のため、券面事項入力補
助の仕組みが求められ、平
成21年発行分から実装され
た。

• 個人番号及び４情報をテキストデータ提供され、読み出し時には個人番号や暗証
番号や照合番号を求める。

• 券面事項入力補助APのソフトウェアは具体的な開発計画と秘密保持契約を結ぶ
ことで機構より入手。

• 技術的基準に基づき、利用者側が安全管理措置を実施。
• 制度面では、特定個人情報の収集保管作成の禁止、個人情報保護委員会の監

視監督、特定個人情報保護評価、罰則、情報提供等記録の確認等が規定され
ている。

• システム面では、分散管理、符号活用、アクセス制御、通信の暗号化が実装されて
いる。

運用面 • 追加アプリではなく、基本アプ
リとしてカードに搭載。

• カード交付時点でアプリは搭載済みであり、券面事項入力補助ソフトウェアをインス
トールした端末機を用いて、読み取る。



２．券面事項確認アプリ
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○ 「券面事項確認アプリ」は券面事項情報の印刷情報（画像）を提供するアプリ。外部端末
画面に表示して比較検証することができ、読み出し時にはパスワードを要求する。

概要 仕組み

制度面

• 住基カードにて、空き領域の
条例無しでの利活用が求め
られた際、多目的利用の方
式として、券面事項確認ア
プリを用いた利活用が勧め
られた。

• 券面の印刷改ざんが疑われる場合など、券面事項情報 (または、個人番号) を外
部端末画面に表示して比較検証する。さらに、生年月日のテキストデータを保管し、
カード保持者の年齢確認が必要な場合などに使用する。

• これらの格納データは券面の印刷情報と同一なので、機密情報ではない。しかし、
カード保持者に気付かれずにデータが読みだされたりしないよう、読出し時にパスワード
を要求する。

• 外部端末画面への表示は、機構が提供するソフトウェアを用いる。

技術面
• おもて面の券面事項表示ソ
フトウェアは、機構より無料
でインストール可能。

• 機構から、券面事項表示ソフトウェアが提供される。
• 券面の印刷情報（画像データ）を提供。読み出し時に暗証番号が必要。
• 券面事項表示ソフトウェアの設定では、OSやカードリーダーの環境条件、インストール

時のログイン権限を指定。

運用面
• 個人番号を含む裏面の券
面情報の閲覧は、９条と１
９条に基づく利活用事務の
主体に限る。

• カード交付時点でアプリは搭載済みであり、券面事項表示ソフトウェアをインストールし
た端末機を用いて、読み取る。

• 券面事項表示ソフトウェアは、複数の公的機関ICカードを別々のソフトウェアで表示
する必要がないように、住基カードやIC運転免許証の券面事項（画像）を表示す
る事も可能。



３．住基ネットアプリ
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○ 「住基ネットアプリ」は住基ネット用カードアプリ。従来の従基カードと同一の機能を提供する。
カード保持者の住民票コードが格納され、地方自治体に設置された専用装置で読み出す。

概要 仕組み

制度面

• 民間が住民票コードを
利用することは認められ
ていない。

• 一方、個人番号は番号
法９条１９条に基づき、
行政や民間の様々な分
野で使われている。

• （住民基本台帳法第三十条）市町村長、都道府県知事、機構又は総務省は、
同法別表に規定された事務の遂行が可能。

• 住基ネット関係事務の際、住民票コードをテキストデータとして利用するための情報が
記録。

• 住民基本台帳法の規定による事務（同法別表）の遂行のため必要がある場合が
基本。その他、政令で定めるところにより利用可能。ただし条例では住民票コードの
利用はできない。

技術面
• 住基ネットと相互認証
をし、アクセス権を確認
しており、セキュリティが
高い。

• カードには保有者の住民票コードが格納され、地方自治体に設置された専用装置
（対応ソフトウェア）を用いて読み出す。

• 元は住基カードの券面APの機能で、マイナンバーカードに代わり、暗証番号は記録さ
れなくなった。

• 情報セキュリティポリシーと業務規定に基づき、端末機・オペレーター権限・ネットワーク
等の安全管理を行う。

• 住基全国センター管轄、委細は地方公共団体に開示。

運用面
• 追加アプリではなく、基

本アプリとしてカードに搭
載。

• 住基ネットAPは基本APとしてカードに搭載済み。
• マイナンバーカード交付時に設定する暗証番号を使用。
• 地方公共団体に提供される表示ソフトウェアを用いて、読み取る。



４．公的個人認証アプリ
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○ 公的個人認証サービスは、署名検証者が失効情報を用いて証明書の有効性を検証すること
であり、 「公的個人認証アプリ」には、「署名用証明書」と「利用者証明用証明書」がある。

概要 仕組み

制度面

• 署名検証者を、行政機関に
限らず、公益分野に広げる話
が出た際、オンライン取引の
拡大やネット犯罪の懸念を
踏まえて、民間事業者への
拡大が求められた。

• (公的個人認証法第17条)署名検証者は、行政機関等、裁判所、電子署名法
８条の認定認証事業者(機構)、総務大臣が認定するもの(民間事業者)。

• マイナンバーカードから「利用者証明用証明書」が新設された。
• 平成28年より民間事業者も署名検証者になりえる。民間事業者のシステム、組織

体制、運用規定の整備状況等を総合的に評価し、主にセキュリティの観点から基準
をもうけ、総務大臣認定を行う。

技術面

• 住基カードは署名用証明書
だけだったが、マイナンバーカー
ドになり、認証（ﾛｸﾞｲﾝ）で
使える、利用者証明用証明
書が設定された。

• 公的個人認証サービスは、署名用証明書(署名)、利用者証明用証明書(認証)に
分かれる。公開鍵暗号方式を用いる。秘密鍵と公開鍵がペアとなり、秘密鍵はカー
ドに格納し、外には出ない。

• 署名検証者は、署名検証機能・利用者と利用者証明用電子証明書の紐付け機
能・利用者証明検証機能を有するシステムを構築する。

• 失効情報の提供範囲を総務大臣が認定した民間事業者だけに制限し、不適切な
利用の抑止が可能。

• 民間事業者は、総務大臣認定を受けた設計書に基づき、評価対象システム等を構
築する。

運用面
• 署名検証者は民間事業者

へも拡大したが、安全管理措
置のため定期的な確認は行
うこととした。

• 機構は申請者に対して、電子証明書を発行
• 市町村窓口で電子証明書のPW設定・チップ記録
• 署名検証者は失効情報に基づき有効性を検証
• （公的個人認証法第十七条）署名検証者は、政令で定める期間（１年を下ら

ない）ごとに更新を受ける必要がある。



５ー１．空き領域への利活用
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○ マイナンバーカードには空き領域が設けてあり、条例・政令の定めや総務大臣の認可により、
新しいアプリケーションを搭載し、利活用が可能になる。

概要 仕組み

制度面

• 行政の効率化に留まらず、
地域経済の活性化、企業
の生産性向上を掲げ、民
間事業者へも空き領域の
利活用を拡大へ。

• 住基カードの際、複数の地
方公共団体での共同利用
を求める声があがり、広域
サービス向け領域（拡張利
用領域）がマイナンバー
カードから実装された。

• （番号法第十八条）個人番号カードのカード記録事項が記録された部分と区分さ
れた部分に、総務大臣が定める基準に従って、市町村の機関、行政機関、地方公
共団体、民間事業者、政令で定めるものが利用事務を提供できる。

• 市町村の機関は地域住民の利便性の向上に資するもの、行政機関・地方公共団
体・民間事業者・政令で定めるものは特定の個人を識別して行う事務を処理するも
のについて、空き領域を活用できる。

• （番号法 法施行令第十八条）市町村の機関は、条例で定める事務。その他は
以下。

• 総務大臣が定める事務を処理する行政機関、独立行政法人等又は機構
• 条例で定める事務を処理する地方公共団体の機関
• 条例で定める事務を処理する地方独立行政法人
• 国民の利便性の向上に資するものとして総務大臣が定める事務を処理する民間事

業者（当該事務及びカード記録事項の安全管理を適切に実施することができるもの
として総務大臣が定める基準に適合する者に限る。）



５ー２．空き領域への利活用
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○ 予め搭載するAP を選択することにより、地域住民向けサービス登録を行うすべてのマイナン
バーカード に、自動的に選択したカードAPを搭載することも可能。

概要 仕組み

技術面

• 住基カードの際、複数のアプ
リを１つずつ搭載すると時間
がかかるため何とかしてほしい
という声に対して、マイナン
バーカードでは、複数のアプ
リをまとめて同時に搭載する
ことができるようになった。

• 利用事務により、地域住民向け領域と拡張利用領域（広域サービス向け領域）に
分かれる。

• カードAPは、標準カードAP（機構提供の基本３タイプ）、独自カードAP（機構提
供のAPアクセスモジュール）、独自カードAP（提供者による独自開発）の３区分

• カードAP搭載システム(標準カードAP)を機構が提供。システム設計、ネットワークや
機器等の調達を行い、総合試験チェックリストを提出。

• （通知カード及び個人番号カードに関する技術的基準）第18条の条例等に規定
する事務以外の事務の処理への利用を禁止する。民間事業者に対しては、安全管
理基準を設け、完全独自アプリ開発の禁止、地域公共団体はオンプレミス型システ
ムも設置できるが、その他主体はクラウド型のみに限定、搭載用端末機はアプリ搭載
用の専用端末とするなど端末機の基準、業務規定の整備を求める。

• 予め搭載するAP を選択することにより、地域住民向けサービス登録を行うすべてのマ
イナンバーカード に、自動的に選択したカードAPを搭載することも可能。



５ー３．空き領域への利活用
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○ カードAP搭載システムを用いて、カード保有者の同意を得て、サービスの利用登録、領域の設
定、カードAP搭載を行う。そこに利用者情報を登録すれば準備は完了。

概要 仕組み

運用面

• 空き領域に搭載するアプリに
ついて、国（機構）が、標
準アプリの提供と併せて、ア
プリの搭載システムも提供
することで、業務負担なく、
様々なアプリをカードに搭載
することができる。

• （番号法 法施行令第十八条）利用事務の提供には交付した人の同意が必要。
• 都道府県・市区町村は条例設定、国は政令、民間事業者は総務大臣の認定が必

要。
• カードAP搭載システムを用いて、保有者の同意を得て、サービスの利用登録、領域の

設定、カードAP搭載を行う。そこに利用者情報を登録すれば完了。
• 利用の詳細は条例・政令・総務大臣認定取得の際に規定する業務内容に準ずる。
• 拡張利用領域の場合、総務大臣への確認は、年一回更新を行う。ただし、年一回

の更新にかかわらず、申告内容に変更が生じた場合には、随時の連絡を行う（従業
員など軽微な変更は除く）



事例２．住民基本台帳カード
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住民基本台帳カードの概要
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○ 住基カードは３つの既存アプリケーションの他に、空き領域が設けられており、条例の定めにより、
その他の利活用事務の提供ができる。

住民基本台帳カード

当
初
の
券
面

平
成
21
年
度
以
降
の
券
面

※写真無しカードもあり。
※裏面の記載事項は、市区町村に

よって異なります。

カードアプリケーションの構成

券
面
事
項
確
認
ア
プ
リ

住
基
ネ
ッ
ト
ア
プ
リ

公
的
個
人
認
証
ア
プ
リ

空
き
領
域

サービス提供範囲は、地域内に限られる



１．住基ネットアプリ
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○ 「住基ネットアプリ」は住基ネット用カードアプリ。カード保持者の住民票コードと暗証番号が格
納され、地方自治体に設置された専用装置で読み出す。

概要 仕組み

制度面

• 格納された住民票コードは、
市町村が住民票に記載する
番号で、民間の利用は認め
られず、限られた行政分野
で用いられる限定的な番号
とする。

• (住民基本台帳法目的)市町村特別区の住民の居住関係の公証、選挙人名簿の
登録、住民に関する事務処理のため。

• (同法第三十条)別表で定める事務は、国の機関(機構)・総務省・通知都道府県
の区域内の市町村の執行機関・通知都道府県以外の都道府県の執行機関・通知
都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の執行機関・都道府県へ本人情報
の提供利用等が可能。

• (同法第三十条)上記別表で記載された利用事務以外は、市町村と都道府県は条
例の定めで利用等が可能。上記のその他機関は、政令の定めで利用等が可能。

• ICカードを用いた利活用事務に用いるカードAPと搭載システムは安全管理と利用者
負担減のため住基全国センターが提供。利用には法基準適合性の確認が行われる。

技術面
• 住基ネットと相互認証をし、
アクセス権を確認しており、
セキュリティが高い。

• 住民票コード・暗証番号等が格納され、住基ネットと相互認証をし、アクセス権限を
確認する。

• 住基全国センターにてAPと対応する表示ソフトウェアを定められた利用者側に提供。
• 秘密保持契約等に基づき、利用者側が安全管理措置を実施。

運用面 • 市町村に限らず、全国共通
の本人確認が可能に。

• 住基ネットAPは基本APとしてカードに搭載済み。
• 基本的な運用方法はマイナンバーカードの住基ネットAPと同様。



２．券面事項確認アプリ
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○ 「券面事項確認アプリ」は券面事項情報の印刷情報（画像）を提供するアプリ。外部端末
画面に表示して比較検証することができ、読み出し時にはパスワードを要求する。

概要 仕組み

制度面

• 条例を定めずとも、多目的
利用を行うため、券面事項
確認アプリの利用が勧められ
た。

• 券面の印刷情報と同一なた
め、機密情報ではないと規
定されている。

• 券面の印刷改ざんが疑われる場合など、券面事項情報 (または、個人番号) を外
部端末画面に表示して比較検証する。さらに、生年月日のテキストデータを保管し、
カード保持者の年齢確認が必要な場合などに使用する。

• これらの格納データは券面の印刷情報と同一なので、機密情報ではない。しかし、
カード保持者に気付かれずにデータが読みだされたりしないよう、読出し時にパスワー
ドを要求する。

• 外部端末画面への表示は、機構が提供するソフトウェアを用いる。

技術面
• おもて面の券面事項表示ソ
フトウェアは、機構よりインス
トール可能。

• 機構から、券面事項表示ソフトウェアが提供される。
• 券面の印刷情報（画像データ）を提供。読み出し時に暗証番号が必要。
• 券面事項表示ソフトウェアの設定では、OSやカードリーダーの環境条件、インストール

時のログイン権限を指定。

運用面 • 表示ソフトウェアは他の公的
機関ＩＣカードにも対応。

• カード交付時点でアプリは搭載済みであり、券面事項の表示ソフトウェアをインストー
ルした端末機を用いて、読み取る。

• 現在の券面事項表示ソフトウェアは、マイナンバーカードとIC運転免許証と併せて、表
示が可能な仕組み。



３．公的個人認証アプリ
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○ 公的個人認証サービスは、署名検証者が失効情報を用いて証明書の有効性を検証すること
であり、 住基カードの「公的個人認証アプリ」には、「署名用証明書」がある。

概要 仕組み

制度面
• 公的個人認証サービスの利
便性を踏まえて、署名検証
者を市町村だけでなく、行政
機関等へ拡大。

• (公的個人認証法旧第三条)住所地市町村長により利用者確認を受けた申請
者は、総務省令で定める基準により、利用者署名符号及びこれと対応する利用
者署名検証符号を作成し、住基カード(略)に記録するとともに、当該利用者署名
検証符号を住所地市町村長に通知する。

• 平成18年に署名検証者の範囲を、行政機関等・裁判所・一定基準を満たした民
間認証事業者から、司法書士/行政書士等、公証人に拡大。

技術面 • 住基カードでは、署名用証
明書(署名)を提供。

• 署名用証明書(署名)を提供し、公開鍵暗号方式を用いる。
• 署名検証者は、署名検証機能(利用者署名符号と利用者署名検証符号)を有す

るシステムを構築。
• (規第8条)総務大臣が定める技術基準を満たす。
• 認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準（H15総務省告示

第706号）の充足。

運用面
• 住基ネットアプリは用途が限

定されているため、公的個人
認証アプリを用いた署名で
の利活用が進んだ。

• 市町村長に対して電子証明書の発行申請を行う
• 都道府県知事は、申請者に電子証明書を発行
• 市町村窓口で電子証明書のPW設定・チップ記録
• 署名確認者は失効情報に基づき有効性を検証
• （公的個人認証法第十七条）総務省令で定めるところにより、保存期間に係る署

名用電子証明書失効情報の提供を求める旨を認証局(失効情報管理機関)であ
る都道府県知事に届出する



４－１．空き領域への利活用
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○ 住基カードには空き領域が設けてあり、市町村長その他の市町村の執行機関は、条例の定め
るところにより、条例に規定する目的のために空き領域を利用することができる。

概要 仕組み

制度面
• 住基カードでは、市町村長そ

の他の市町村の執行機関で
の利用に限られていた。

• (住民基本台帳法 旧第三十条の四十四)市町村長その他の市町村の執行機
関は、住民基本台帳カードを、条例の定めるところにより、条例に規定する目的の
ために利用することができる。

• 主な活用事例は、住民票の写しの広域交付、印鑑登録証（登録者識別カー
ド）、証明書用自動交付、図書館カード、公共施設の予約など。

• 市町村は条例利用サービスの他に、市町村独自サービスを追加できる。
• コンビニ交付など個人情報を扱う場合は、特定個人情報保護評価（PIA）を実

施する。
• （総務省 技術的基準）
• 独自利用領域には、条例利用AP以外のAPを搭載してはいけない。
• 条例利用APとともに磁気テープ等またはその券面を利用する場合でも、住民基本

台帳法 旧三十条44第8項の条例に規定する目的以外で利用しない。
• 独自利用領域では、必要性が認められる場合を除き、条例利用APへ登録する利

用者番号等以外の個人情報を記録しない。住民コードの使用も不可。



４－２．空き領域への利活用
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○ 主管大臣による技術的基準に従い、国が提供するICカード標準システムを用いて、図書館
サービスなどの基本サービスAPなどを搭載する。

概要 仕組み

技術面

• 空き領域の利活用を促進す
るため、利用事務の主体の
負担を減らすよう、図書館
サービスなどの基本サービス
APや、アプリの搭載システム
の提供を行った。

• 独自利用領域として、市町村長その他の市町村の執行機関のみが利活用できる。
• カードAPは、図書館サービスなどの基本サービスAPの他、市町村の独自サービスに

用いる 独自カードAP（機構提供のAPアクセスモジュール）、独自カードAP（提供
者による独自開発）を含めた３区分。

• ICカード標準システムを利用し、提供する条例利用サービス（図書館サービスな
ど）を機構が提供。

• 総務大臣による技術的基準に従う。
• カードAPとして提供すると図書館サービスなどでは、専用通信ネットワークの利用、

SSL通信による通信内容の暗号化、個人情報漏洩防止対策を実施。証明書デー
タの不保持、偽造改ざん防止対策など、提供サービス側での安全管理措置も強化
している。

• 自治体は、地方公共団体の情報セキュリティポリシーに基づいた、適切なシステム管
理及び運用を行う。



４－３．空き領域への利活用
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○ ICカード搭載システムを用いて、該当するAPサービスをカードに搭載し、利用登録を行う。
市町村ではアプリケーション搭載については本人同意を不要とする。

概要 仕組み

運用面
• 住基カードの交付時に、市

町村で提供するアプリをカー
ドに搭載することが可能。

• （総務省 技術的基準）条例等に規定する事務以外の事務の処理への利用を禁
止するほか、市町村ではアプリケーション搭載については本人同意を不要とする。

• 利用に向けて、市町村・都道府県・独立行政法人等は、政令・条例を定める必要が
ある。

• ICカード搭載システムを用いて、該当するAPサービスをカードに搭載し、利用登録を行
う。

• 利用の詳細は、機構が提供するサービス導入関連資料に明記されたフローを元に、条
例・政令・規則等にて実際の業務内容を定める。

• （空き領域に限らず）地方公共団体の情報セキュリティポリシーに基づき、適切なシス
テム管理及び運用を行う。



事例３．民間発行ＩＣカード
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参考） 民間発行ＩＣカード
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○ 対象の交通系ICカードのSuicaとPASMO、買い物系ICカードのWAONはFelica規格であり、
発行主体が管理するプライベート領域と、第三主体が管理する共通領域から構成される。

Suica

PASMO

WAON

プライベート領域

カード発行主体が
運営管理する領域

共通領域
（空き領域）

フェリカネットワーク
スが運営管理する

領域）

プライベート領域
カード発行者が自由に使える領
域。このエリアにはカード作成者
が独自のサービスを入れ、管理
を行う。
例）交通系ICカードのIC乗車
券や電子マネー

共通領域
フェリカネットワークスが運営・管理す
る領域。共通鍵暗号方式により、
高セキュリティーを実現。このエリアの
サービスを利用するにはフェリカネット
ワークスへの申請が必要になる。
例）カード発行主体以外のポイン
トカード

対象とした民間発行ＩＣカードの例 非接触型カードFelicaの基本構造



１．Suica
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○ SuicaはFelicaのプライベート領域にアプリ等を構築しており、ストアードフェアシステムと個別識
別機能をベースに、利便性の高いIC乗車券や電子マネーの仕組みを提供している。

概要 仕組み

制度面

• 利用者は、ICカード乗車券と
電子マネーの取扱規定に従う。

• 利活用の主体は、発行・発売・
サービスで区分される。

• 空き領域を用いたサービスは、
第三の主体が運営管理する。

• ICカードの利用者（個人）は、東日本旅客鉄道株式会社「ICカード乗車券取扱規則」と
「Suica電子マネー取扱規則」に従い、IC乗車券や電子マネーを主とした様々なサービスを
利用することができる。

• Suicaのプライベート領域を用いたIC乗車券や電子マネーに関するサービスを提供する旅客
輸送事業者は、カード発行主体（JR東日本他２社）、発行カードを販売＆サービス提供
する事業者、サービス提供事業者に分かれる。

• Suicaの共通領域を用いたサービス（他事業者によるポイントサービスや入退館サービス
等）は、運営管理するフェリカネットワークス(株)が主体となり、提携事業者と契約する。

技術面

• SFとIDを用いて、IC乗車券や
電子マネー、入退館等のサービ
スを実現している。

• 空き領域は共通領域と呼ばれ、
提携事業者の個別アプリを搭
載できる。

• 相互利用も含めてシステム管
制室で運用の安全管理を行う。

• サイバネ規格のICカード乗車券である。
• プライベート領域を用いて、ICカード乗車券や電子マネーなど自社サービスを提供する。
• 乗車券の自動精算に用いるストアードフェア(SF)システムと個別識別機能（ID管理システ

ム）をベースに、電子マネーや入退館やマンションキーなどの認証事業が提供可能。
• カード発行主体である３社は、JR東日本が発行するSF機能を活用する。
• Suicaの共通領域（空き領域）を用いたサービス（他事業者によるポイントサービスや入退

館サービス等）は、フェリカポケットと呼ばれ、提携事業者が個別アプリケーションを搭載できる。
• 他事業者との相互利用も含めて、システム管制室による監視を行い、ソフトウェアの更新日は

更新の数時間前にテスト用の自動改札機等の端末機を用いた確認を実施を行う。

運用面

• 利便性を追求した利活用手順
が構築されている。

• 繰り返し利用を想定し、使い捨
てを抑制する仕組みが設けてあ
る。

• Suicaカードの所有権はカード発行主体に帰属し、申請に基づき利用者へ貸与される。
• 非接触式のICカードを用いた、「タッチアンドゴー」の採用。
• 使い捨ての抑制のため、500円分のデポジットが有り、繰り返しチャージが可能。
• リライト機能を用いた、記名式カードと定期券カードの提供。
• 目が不自由な方向けに右側に切り抜きを設けている。
• ストアードフェア機能を用いて、定期券区間外運賃を自動精算。
• ＩＤ管理システムを用いた再発行や、注意カードリストの把握。
• 未利用10年間で失効。
• カード内の音声案内利用機能を用いた案内（「ピッ」「ピピッ」）。



2．PASMO
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○ PASMOは、ポイントサービス、個別の電子音案内設定、払い戻し手数料が基本無料などの
細かい違いはあるが、仕組みは技術連携先であるJR東日本のSuicaと同様である。

概要 仕組み

制度面

• 利用者は、ICカード乗車券と
電子マネーの取扱規定に従う。

• 利活用の主体は、発行・発売・
サービスで区分される。

• 空き領域を用いたサービスは、
第三の主体が運営管理する。

• ICカードの利用者（個人）は、発行・運営主体である(株)パスモの「PASMO取扱規則」と
「PASMO電子マネー取扱規則」とPASMO取扱事業者が定めるＩＣカード乗車券取扱規
則及び各バス事業者が定めるＩＣカード取扱規則に従い、IC乗車券や電子マネーを主とし
た様々なサービスを利用することができる。

• 主な主体は、(株)パスモと、カード発行主体である鉄道・バス事業者がいる。一部鉄道・バス
事業者は、他社カードの販売やサービス提供に限られている。

• PASMOの共通領域を用いたサービス（他事業者によるポイントサービスや入退館サービス
等）は、運営管理するフェリカネットワークス(株)が主体となり、提携事業者と契約する。

技術面

• SFとIDを用いて、IC乗車券や
電子マネー、入退館等のサービ
スを実現している。

• 空き領域は共通領域と呼ばれ、
提携事業者の個別アプリを搭
載できる。

• 運営主体が運用の安全管理
や、相互連携を担う。

• カード発行主体はプライベート領域を用いて、ICカード乗車券や電子マネーなど自社サービス
を提供する。

• 乗車券の自動精算に用いるストアードフェア(SF)システムと個別識別機能（ID管理システ
ム）をベースに、電子マネーや入退館やマンションキーなどの認証事業が提供可能。

• カード発行主体である３社は、(株)パスモが発行するSF機能を活用する。
• Suicaの共通領域（空き領域）を用いたサービス（他事業者によるポイントサービスや入退

館サービス等）は、フェリカポケットと呼ばれ、提携事業者が個別アプリケーションを搭載できる。
• 発行・運営主体の(株)パスモが、運用の安全管理や、相互連携を担う。

運用面
• 利便性を追求した利活用手順

の構築。
• バス特や乗継割引など、バス利

用を促すサービスあり。

• JR東日本との連携により、Suicaの基本運用・システム等を踏襲している。
• 500円分のデポジットが有り、繰り返しチャージが可能。払い戻し手数料は無料。
• リライト機能を用いた、記名式カードと定期券カードの提供。
• 目が不自由な方向けに右側に切り抜きを設けている。
• ストアードフェア機能を用いて、定期券区間外運賃を自動精算。
• ＩＤ管理システムを用いた再発行が可能。未利用10年間で失効。
• カード内の音声案内利用機能を用いた案内ができ、窓口で個別に設定変更が可能。
• 一部のバスや鉄道に乗車すると、一定の条件に応じて乗車ポイントが貯まる。
• バス特やバス乗継割引など、バスの利用を促すサービスを一部提供。（Suicaも可能）



３．WAON
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○ WAONはイオンが提供する電子マネーでポイントもたまる。第三者が管理する共通領域（空
き領域）を積極的に地域連携に活用し、カード発行数増加や利用機会の向上を目指す。

概要 仕組み

制度面

• 利用者は、電子マネーの利用
約款等に従う。

• カード発行主体と、ポイントサー
ビスの発行・提供主体で構成。

• 空き領域を用いたサービスは、
第三の主体が運営管理する。

• 「WAON利用約款」は、イオン株式会社が管理及び運営する電子マネー「WAON」によるお
取引について規定するもの。

• 「WAON POINTカード等所有権」はWAON POINT対象カード等を発行・提供する事業
者に属する権利であり、電子マネーWAON会員の所有者情報が登録される。

• 「WAON POINTサービス規約」は、イオンマーケティング株式会社が発行する「WAON 
POINT」に係るサービス等について規定することを目的とする。

• WAONの共通領域を用いたサービス（ご当地WAONが提供する地域独自サービス等）は、
運営管理するフェリカネットワークス(株)が主体となり、提携事業者と契約する。

• イオンは、ICTを用いた地域活性化を事業とするフェリカポケットマーケティング(株)をイオング
ループの子会社とし、地域ポイントサービスの立上げとWAON連携を進める。

技術面

• 電子的な金銭的価値と識別
番号を用いて、電子マネーやポ
イントサービスを実現している。

• 空き領域はフェリカポケット（共
通領域を用いたアプリサービ
ス）と呼ばれ、提携事業者の
個別サービスを搭載できる。

• チャージされた電子マネー機能と、WAON番号とコードを用いたカード識別機能を用いて、電
子マネーやポイントサービスなどのサービスを提供する。

• WAONはプライベート領域を用いた電子マネーとポイントサービスのほか、共通領域を用いて
地域独自のサービス機能を搭載したご当地WAONが発行されている。

• ご当地WAONは地域事業者がフェリカネットワークスにフェリカポケットの利用を申請し、カード
発行主体の同意を得て、地域独自のアプリケーションを搭載できるようにしている。

運用面
• カードの発行数増加や利用機

会促進のため、積極的に共通
領域（空き領域）を活用して
いる。

• イオン店舗（サービスカウンターなど）や一部の加盟店で購入可能（発行手数料300円）。
• 事前に電子マネーWAON会員(所有者情報登録)の登録が完了していれば、カード紛失・

盗難時に、カードの停止・再発行を行うことができる。
• お財布に複数枚の電子マネーカードを入れたり、電波を妨げるものを近くに置かない。
• 電車に乗ることはできない。（WAON電子マネーによるバス多区間運賃決済が開始）
• レジに設置されたリーダライタにカードをタッチし、「ワオン！」と鳴ったら、支払い完了。
• 電子マネー機能には有効期限は無いが、ポイントサービスには有効期限がある。
• フェリカポケット機能を用いたサービスは、地域事業者やフェリカネットワークスが運営管理する。



第９回 自動車検査証の電子化に関する検討会 
議事概要 

 

１．日 時：令和元年１０月３０日（水）１６時００分～１８時００分 

２．場 所：国土交通省（中央合同庁舎３号館）１１階特別会議室 

３．出席者：石田委員、大山委員、川端委員、（坂委員欠席）、新保委員、関委員、神本委

員代理（小濱委員欠席）、大塚委員、堀場委員代理（小笠原委員欠席）、岡安

委員、永井委員代理（西本委員欠席）、木場委員、島﨑委員、德永委員、堀内

委員、佐橋委員代理（岩田委員欠席）、武藤委員、和迩委員、尾原委員代理

（奥田委員欠席）、大嶋委員代理（橋本委員欠席）、小山委員、（村中委員欠

席）、東委員 

４．議事（概要） 

 (1)事務局から資料１に沿って説明があり、その後意見交換を行った。 

（委員からの主な意見） 

特になし。 

 

 (2)事務局から資料２に沿って説明があり、その後意見交換を行った。 

（委員からの主な意見） 

○ アプリケーション（以下、AP）の開発について、構築基盤としては地方公共団体情

報システム機構（以下、J-LIS）の基盤を利用し、利活用方式はサーバ連携方式である

という理解でよいか。 

→事務局 AP 開発について、標準 AP を提供するかどうかはまだ確定していない。ま

た、J-LIS と現在のところ協議しているわけではないが、J-LIS の仕組みをそのまま

使用することはあまり想定していない。ただ、方法としては同じような方法になる

と考えられる。 

利活用方式については、サーバ連携方式及びローカル方式のいずれも選択可とする

ことを考えている。 

○ AP において活用する情報の範囲は、空き領域の情報のみか、あるいは車検証情報も

含まれるのか。 

→事務局 個人情報の取扱いに関するご質問だと思うが、AP を利用して事務を行う

際、利活用事務の主体のサーバ側にさまざまな情報があり、そこで個人情報を扱う

ことは想定している。一方、IC 車検証自体に個人情報を書き込むのは否定的に捉え

ており、今後も検討が必要と考えている。 

○ IC 車検証の使用者が別人格になる場合、カード AP 及び格納された情報の引継ぎは

原則行わないとあるが、新車購入時に登録された情報は使用者が変わっても引き継が

れないのか。例えば、中古車販売店において先進安全自動車（以下、ASV）システムの

搭載有無を調べるのは煩雑であり、IC 車検証にこうした情報が引き継がれると便利に

なる。 

参考資料２ 



→委員 車両 ID などの車検証情報との紐付けによって確認する方法もある。ただし、

現行の車検制度においては、過去の情報を追いかけていくのではなく、あくまでそ

の時点における車両の状態を検査するものなので、その情報を将来的に引き継げる

ようにするかどうかは制度の話であって、空き容量をどう活用するかということと

は別の話ではないか。 

→事務局 車両情報として、こうした機能の搭載情報を含めて記録するのか、引継ぐ

のかということについては、また別の場で検討する機会を設けたい。 

○ 利活用事務において、利活用事務の主体が管理をするという仕組みが気になってい

る。国土交通省が管理するというのであればわかりやすいが、今回は民間事業者を

含め、関係者が分かれている。そうすると、仕様面と管理面という２つの検討事項

が出てくる。仕様面では、トークン型にして事務主体側は情報を持たずに安全管理

措置義務を負わないことにするのか、サーバ管理型にして多くの情報を取り扱うこ

とをメリットとして安全管理措置義務を負い、積極的に個人情報を取り扱うことと

するのか。これは利活用事務の主体が民間部門か公的部門かで適用法令が異なると

いうことや、利便性と取り扱う情報の内容によっても、どのような安全管理措置を

講じるかは主体によって異なるため、難しい。適用法令の違いによる安全管理措置

の違いについては、個人情報保護法の見直しに委ねるしかないので、あくまで仕様

を決めた段階で、それぞれの主体が適用法令による管理義務を考えればいいだけの

話である。特に事業者側のメリットだけでなく、ユーザー側のメリットという点か

らも、積極的に個人情報を取り扱っていくことをなるべく考えるべきである。 

 

○ 車両 ID を記録するか否かは利活用事務の主体が判断するのか。 

→事務局 車両 ID は自動車登録検査業務電子情報処理システム（MOTAS）で管理し、

これを IC 車検証に登録することを想定している。そのため、国が登録を行う。 

○ IC 車検証を車両内で保管する際、高温になる等過酷な環境が想定されるが、これら

に起因してカードが破損した場合、AP に搭載された情報の責任は利活用事務の主体が

負うのか。 

→事務局 今後検討させていただきたい。 

○ 基本的な考え方として「将来的な拡張性が確保される仕組みとする」とあるが、拡

張性のある仕組みとはどのような想定か。 

→事務局 具体的な想定はないが、後から「これができない」となってばかりでも困

るので、利活用を制限せず、拡張性のあるものにしたいという趣旨で記載している。 

○ 「個別の利活用事務におけるデータ量の上限は設けない」とあるが、カードのコス

トに関わる点だと思う。ユーザーの負担にならないよう、コストの観点も考慮いただ

きたい。 

○ ASV をはじめとした機能、設備は、開発、搭載された時期によって、同じ呼称であ

っても性能が異なることが想定される。そのため、IC 車検証に記録する際は、搭載時

期等の詳細な情報があるとよい。 



○ IC 車検証に記録された情報へのアクセス権限は、実際の利活用の場面で大きな課題

となる。例えば、ディーラーにとっては、顧客名簿が付加価値の源泉と言え、自社顧客

の車検情報等を競合他社に閲覧されれば不利益が生じる。こうした場面も想定し、利

活用のアクセス権限については整理する必要がある。 

○ 利活用事務の範囲の要件として、「自動車利用者の利便に資するものであること」

とあるが、利用者個人に加え、社会全体に資するものであること、といった文言を追

記してはどうか。例えば、運転支援機能について記録することを定めても、それを徹

底するには法改正が必要になるかもしれない。そうした時に、社会全体での視点が明

示されていた方がよい。 

○ 従来、紙で車内に置いたままだった車検証から IC 車検証に変わることによって、

ユーザーの行動がどのように変容するか、心理面を含めて、一度ユーザー目線で考え

た方がよい。 

○ IC 車検証を接触型とした場合、車両本体と通信することができるようになる。IC 車

検証と車体を接続し、情報連携するか否かによって利活用できることが異なるだろう

から、その点も整理して検討されたい。 

 

(3)事務局から資料３に沿って説明があり、その後意見交換を行った。 

（委員からの主な意見） 

○ IC 車検証の処理や対応について、ディーラー側の実務にどの程度の影響が出るの

か、まだ具体的な想定がないため、考えにくい。実務面も含めて検討いただきたい。 

→事務局 現場の実務面についても調整し、よい形で運用できるようにしたい。 

 

(4)事務局から資料４に沿って説明があり、その後意見交換を行った。 

（委員からの主な意見） 

 特になし。 

 

(5)その他、会議全体を踏まえ意見交換を行った。 

（委員からの主な意見） 

○ 利活用事務の主体は誰がどのように担うのか。アイデアは提案させていただいてい

るが、我々自身が主体となって開発、運用できるかと言えば難しい。実現するために

どのように進めていけばよいかという議論がもう少し必要ではないか。 

→事務局 事務局としても気にしている点である。利活用の仕組みをより広く提示し

て、さまざまな業界に関心を持っていただけるようにしたい。また、IC 車検証が普

及するにつれて、まだ考えていないアイデアも生まれてくるのではないかと考えて

いる。 



○ 車検証には従来記載はないものの国で保有している情報の追加等によって、活用を

広げていくという考え方もある。 

→事務局 また別途検討していきたい。 

 

  以上 


